
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）

ー
フ
ラ
ン
ス
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一
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六
七
年
八
月

　
　
　
　
陶
　
序
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七 六五四三二
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オ
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ド
ナ
ン
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を
め
ぐ
っ
て
t

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
　
　
島

　
近
時
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、

（
1
）

あ
る
Q
し
か
も
、
そ
こ
で
は
ほ
ぼ
昭
和
四
三
年
を
転
機
と
し
て
、

わ
ば
企
業
防
衛
策
的
見
地
か
ら
積
極
的
に
労
働
者
の
財
産
形
成
策
的
見
地
へ
と
、

　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」

孝

康

フ
ラ
ン
ス
の
参
加
制
度
の
形
成
過
程

参
加
令
の
基
本
的
性
格

参
加
令
の
法
的
溝
造
（
以
下
次
号
）

参
加
令
の
会
社
法
に
お
よ
ぼ
す
影
響

従
業
員
参
加
の
法
的
構
成

結
　
語

説
従
業
員
持
株
制
度
を
採
用
す
る
会
社
が
、
次
第
に
そ
の
数
を
増
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
業
員
持
株
制
度
が
、
労
務
対
策
と
か
安
定
株
主
工
作
と
か
と
い
う
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
利
用
形
態
を
移
行
さ
せ
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
点
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法
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一
（
一
）
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（
二
）

　
　
レは

、
以
下
で
検
討
を
予
定
す
る
本
稿
の
視
点
か
ら
は
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
傾
向
は
、
ひ
と
り
わ
が
国
の

み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
最
近
で
は
、
ア
メ
リ
カ
、
西
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ソ
ス
そ
の
他
に
お
い
て
も
同
様
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
Q

　
し
か
し
、
従
業
員
持
株
制
度
は
、
広
義
で
の
従
業
員
「
参
加
」
の
一
つ
の
手
段
な
い
し
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
参
加
の
態
様

に
は
、
大
別
し
て
、
と
り
わ
け
西
ド
イ
ッ
の
一
九
五
一
年
の
共
同
決
定
法
お
よ
び
一
九
五
二
年
の
経
営
組
織
法
に
そ
の
典
型
を
み
る
「
経

　
　
　
　
（
3
）

営
参
加
」
と
、
と
り
わ
け
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
な
る
フ
ラ
ン
ス
の
参
加
令
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
利
益
参
加
」
と
が
あ
り
う

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
従
業
員
を
そ
の
企
業
の
「
経
営
」
ま
た
は
「
利
益
」
に
参
加
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
従
来
の
会
社
法
の
体
系
に
ま
っ
た
く
異
質
の
要
素
を
も
ち
こ
む
も
の
で
あ
る
点
で
、
理
論
上
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
デ
ッ
ト
レ
ー
フ
・
F
・
ヴ
ァ
ッ
ツ
は
、
ド
イ
ッ
の
経
験
を
ふ
ま
え
て
、
「
か
く
て
、

会
社
の
改
革
者
は
、
労
働
者
を
、
ま
ず
、
取
締
役
の
信
任
義
務
の
対
象
と
み
な
し
、
つ
い
で
、
お
そ
ら
く
経
営
者
の
業
務
執
行
を
監
督
す

る
に
つ
き
発
言
権
を
有
す
べ
き
構
成
員
の
一
部
（
B
昌
。
＝
冨
8
拐
什
ぎ
窪
昌
）
と
み
な
す
に
い
た
っ
た
」
と
述
べ
、
会
社
構
成
員
の
拡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

大
を
指
摘
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
立
法
上
に
お
け
る
会
社
構
成
員
の
拡
大
化
現
象
は
既
存
の
会
社
法
体
系
の
崩
壊
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

な
が
る
理
論
上
の
問
題
提
起
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
に
述
べ
た
問
題
は
、
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
一
九
四
六

年
の
第
四
共
和
国
憲
法
の
前
文
で
企
業
経
営
に
対
す
る
労
働
者
の
参
加
が
唱
わ
れ
て
以
来
、
後
に
検
討
す
る
い
く
つ
か
の
立
法
上
の
試
み

を
へ
て
、
現
在
、
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
、
企
業
成
長
の
成
果
に
対
す
る
従
業
員
の
参
加
が
、
従
業
員
数
一



○
○
人
を
超
え
る
す
べ
て
の
企
業
に
強
制
さ
れ
る
と
い
う
画
期
的
立
法
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
そ
の
考
察
の
中
心
を
、
右
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
試
み
に
お
き
、
従
業
員
の
「
利
益
参
加
」
制
度
の
も
つ
社
会
政
策
的
意
義

（
主
と
し
て
労
働
法
的
側
面
）
な
ら
び
に
経
済
政
策
的
意
義
（
主
と
し
て
税
法
的
側
面
）
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
れ
が
従
来
の
会
社
法

体
系
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
、
ま
た
い
か
な
る
展
望
を
開
く
か
に
つ
い
て
理
論
的
か
つ
立
法
論
的
な
考
察
を
加
え
る
意
図
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
に
、
当
面
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
準
備
作
業
を
行
な
お
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
検
討
の
対
象
と
し
て
採
り
上
げ
る
フ
ラ
ン
ス
の
「
企
業
成
長
の
成
果
に
対
す
る
従
業
員
の
参
加
に
関
す
る
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ル
ド
ナ
ン
ス
第
六
七
ー
六
九
三
号
」
は
、
以
下
に
お
い
て
「
参
加
令
」
と
略
称
し
、
同
様
に
、
そ
の
施
行
令
た
る
「
企
業
成
長
の
成
果
に

対
す
る
従
業
員
の
参
加
に
関
す
る
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
六
七
ー
六
九
三
号
の
適
用
条
件
を
定
め
る
一
九
六
七
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

二
月
一
九
日
デ
ク
レ
第
六
七
ー
一
二
二
号
」
を
「
参
加
令
施
行
令
」
と
略
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
1
）
　
昭
和
四
三
年
後
半
か
ら
、
上
揚
会
社
間
で
は
月
掛
投
資
方
式
を
骨
子
と
す
る
従
業
員
持
株
制
度
が
急
速
に
普
及
し
て
ぎ
て
お
り
、
推
定
で
は
全

　
　
　
国
の
上
場
会
社
約
一
、
五
〇
〇
社
中
四
〇
〇
社
（
約
二
七
％
）
以
上
が
、
こ
こ
二
、
三
年
間
に
月
掛
投
資
方
式
の
従
業
員
持
株
制
度
の
実
施
に
踏

　
　
　
み
切
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
河
本
U
木
下
“
清
水
“
勅
使
河
原
H
御
影
H
多
田
・
従
業
員
持
株
制
度
の
す
べ
て
（
別
冊
商
事
法
務
研
究
n
）

　
　
　
（
昭
四
五
）
　
一
九
ー
二
〇
頁
参
熈
）
。

　
（
2
）
　
河
本
他
・
前
掲
書
二
〇
頁
参
照
。
な
お
、
こ
う
し
た
従
業
員
持
株
制
度
の
目
的
に
つ
い
て
、
簡
単
に
は
、
奥
島
「
従
業
員
持
株
制
」
田
中
誠
二

　
　
　
編
集
・
株
式
会
社
法
辞
典
（
昭
四
五
）
五
〇
六
頁
参
照
。

　
（
3
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
神
恭
一
・
西
ド
イ
ツ
企
業
論
i
労
使
共
同
決
定
制
の
実
態
i
（
昭
四
六
）
が
詳
細
で
あ
る
。
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黛
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0
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・
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現
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的
な
」
会
社
の
改
革
二
五
頁
参
照
）
o
ヴ
ァ
ッ
ツ
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、
「
株
主
だ
け
の
団
体
と
し
て
の
会
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四
（
四
）

社
の
観
念
が
、
内
部
構
成
員
と
し
て
の
従
業
員
の
加
入
に
よ
っ
て
ひ
と
た
び
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
、
理
論
家
は
、
自
然
に
、
他
の
集

団
も
ま
た
会
社
構
成
員
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
を
検
討
し
始
め
る
。
供
給
者
、
顧
客
、
販
売
業
者
お
よ
び
地
域
社
会
の
す
べ
て

溝
、
構
成
員
と
し
て
の
検
討
の
対
象
と
な
る
。
事
実
、
こ
れ
ら
の
者
を
構
成
員
に
含
め
る
こ
と
は
、
労
働
者
と
経
営
者
と
が
一
緒
に
な
っ
て
会
社

の
意
思
決
定
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も
狭
い
観
点
に
立
ち
、
か
つ
、
一
般
大
衆
の
犠
牲
に
お
い
て
対
立
す
べ
き
意
見
を
妥
協
す
る
傾
向
を
も
つ
と
い
う

危
険
が
あ
る
の
で
、
よ
り
一
層
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
（
ま
た
）
、
一
般
大
衆
が
会
社
の
受
益
者
で
あ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

者
も
ま
た
、
少
な
く
と
も
構
成
員
の
一
部
で
あ
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
よ
り
広
い
範
囲
の
者
を
代
表
す
る
外
部
の

人
間
を
経
営
管
理
機
構
に
組
み
入
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
、
会
社
構
成
員
の
拡
大
ボ
会
社
に
対
す
る
国
家
の
介
入
の

方
向
に
向
う
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
（
＜
潔
星
o
や
9
f
b
覧
お
1
刈
9
矢
沢
訳
・
前
掲
書
三
二
ー
三
三
頁
参
照
）
。

　
酉
山
教
授
に
よ
れ
ば
、
株
式
会
社
は
そ
の
本
質
が
社
団
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
わ
渉
国
で
は
中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
形

懇
を
と
っ
て
い
て
も
、
そ
の
実
質
は
個
人
企
業
に
す
ぎ
ず
、
大
企
業
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
質
は
財
団
で
あ
っ
て
、
株
式
会
社
制
度
そ
の
も
の
が

崩
壊
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
酉
山
忠
範
「
現
代
企
業
の
支
配
構
造
に
か
ん
す
る
仮
説
ー
株
式
会
社
制
度
の
崩
壊
1
」
武
蔵
大
学
論
集
叫
六
巻
四
・

五
・
六
号
（
凶
九
六
九
）
一
九
五
頁
以
下
、
同
「
企
業
構
造
の
分
折
ー
中
間
報
告
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
一
号
（
一
九
七
一
年
一
一
月
一
日
号
）
一
二
一

以
下
参
照
）
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
株
主
の
法
人
化
が
支
配
的
と
な
る
傾
向
の
進
展
が
、
自
然
人
株
主
の
衰
退
な
い
し
消
滅
を
ま
ね
き
、
株
式

会
社
の
質
的
転
換
が
せ
ま
っ
て
い
る
と
す
る
経
済
学
者
の
指
摘
も
（
宮
崎
義
一
・
寡
占
（
岩
波
新
書
、
一
九
七
二
）
と
り
わ
け
一
九
三
頁
以
下
）
、

会
社
法
体
系
崩
壊
の
経
済
的
背
景
を
示
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
o

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
従
業
員
参
加
に
つ
い
て
の
邦
文
の
文
献
と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
、
山
口
俊
夫
「
『
企
業
参
加
』
の
法
思
想
的
背
景
ー
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
企
業
概
念
の
変
遷
ー
」
季
刊
労
働
法
六
九
号
（
一
九
六
八
）
四
九
頁
以
下
、
な
ら
び
に
、
平
　
実
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
者
の

企
業
利
益
参
加
に
つ
い
て
」
大
阪
経
済
大
学
論
集
六
六
号
（
昭
四
三
）
四
三
頁
以
下
が
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
Q
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ニ
　
フ
ラ
ン
ス
の
参
加
制
度
の
形
成
過
程

1

従
業
員
参
加
の
思
想
的
背
景

　
一
九
六
八
年
の
い
わ
ゆ
る
「
五
月
革
命
」
に
際
し
て
、
ド
・
ゴ
ォ
ル
大
統
領
が
、
こ
の
危
機
打
開
策
と
し
て
、
社
会
改
革
の
方
向
を

「
参
加
」
の
構
想
に
求
め
た
こ
と
は
、
ま
だ
目
新
ら
し
い
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
パ
ル
テ
ィ
ス
ィ
パ
ス
ィ
ヨ
ン
（
短
岳
暑
畳
8
）

は
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
教
育
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
の
、
応
汎
な
国
民
の
参
加
に
よ
る
、
資
本
主
義
で
も
共
産
主
義
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
い
「
第
三
の
道
」
た
る
参
加
社
会
の
構
想
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
参
加
社
会
の
構
想
は
、
ド
・
ゴ
ォ
ル
個
人
の
た
ん
な
る
思
い
つ
き
や
、
独
創
的
な
思
想
で
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
深
く

浸
透
し
て
い
る
思
想
的
土
壌
に
そ
の
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
空
想
的
社
会
主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
る
サ
ン
・
シ
モ
ソ
（
留
学

ω
一
導
o
詳
嵩
8
1
冨
謡
）
や
、
フ
ゥ
リ
エ
（
悶
o
貫
一
R
）
一
ミ
N
l
一
〇〇
も

o
刈
）
の
流
れ
を
く
む
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
（
閣
β
貯
導
登
嵩
㊤
？
一
〇〇
9
）
や

ル
イ
・
ブ
ラ
ソ
（
ぎ
置
匹
き
。
」
。。
に
ー
一
。。
。

。
鱒
）
の
思
想
に
お
い
て
、
す
で
に
資
本
と
労
働
の
協
働
（
器
①
＆
蝕
8
8
旨
鎮
冨
黄
ε
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

労
働
者
の
企
業
参
加
の
構
想
が
明
確
に
現
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
思
想
的
系
譜
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
お
い
て
デ
ュ
ボ
ア
（
≧
。
惹
注
3

　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
（
五
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
（
六
）

∪
昌
・
芭
の
提
唱
す
る
ユ
ス
ア
ク
ト
運
動
（
い
、
q
・
o
蜀
》
o
↓
■
H
い
．
琶
一
8
号
畠
駐
山
．
窪
窪
8
駐
Φ
言
震
一
、
》
の
の
8
｛
＆
§
身
0
8
富
一
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

身
⇒
ミ
毘
）
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
公
立
作
業
場
（
9
亀
R
ω
8
芭
）
の
理
念
に
表
現
さ
れ
る
「
各
人

は
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
働
き
、
そ
の
必
要
に
応
じ
て
取
る
」
（
似
9
8
琶
ω
Φ
一
8
。
り
窃
ぎ
a
易
巡
9
8
琶
ω
。
一
2
の
＄
鼠
8
寂
ω
）
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
の
思
想
は
、
一
九
六
七
年
の
参
加
令
に
対
し
て
一
定
の
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
資
本
と
労
働
の
協
働
の
思
想
は
、
た
ん
な
る
思
想
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
い
は

ル
ク
レ
ェ
ル
（
臣
旨
亀
。
彗
冨
畠
幕
）
に
よ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
ゴ
ダ
ソ
（
い
拶
｝
O
＆
旦
一
〇。
旨
i
一
。。
。。
。

。
）
に
よ
っ
て
、
企
業
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

分
配
の
構
想
と
し
て
実
践
さ
れ
た
例
が
あ
る
し
、
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
が
一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
に
よ
り
、
臨
時
政
府
の
閣
僚
と
し
て
国
立

作
業
場
（
緯
象
霧
墨
ぎ
葛
一
）
の
設
置
に
よ
り
、
人
が
命
令
せ
ず
、
賃
金
に
差
別
が
な
く
、
か
つ
競
争
の
な
い
社
会
の
形
成
を
試
み
た
例
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
短
命
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
参
加
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
思
想
と
は
ま
っ
た
く
隔
絶
し
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
一
つ
の
思
想
的
源
流
を
見
い
だ
す
点

に
、
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
経
済
的
諸
条
件
を
無
視
し
て
、
き
わ
め
て
観
念
的
に
提
唱
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的

社
会
主
義
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
八
九
一
年
の
・
：
マ
教
皇
レ
オ
一
三
世
に
ょ
る
社
会
回
勅
「
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ル
ム
」
（
評
毎
ヨ

2
。
奉
笙
e
）
が
、
自
由
主
義
的
資
本
主
義
を
強
く
批
判
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
対
策
と
し
て
労
働
者
の
企
業
参
加
を
提
唱
し
た
が
、
そ
の

四
〇
年
後
の
一
九
三
一
年
に
も
、
ピ
オ
一
一
世
の
廻
状
「
ク
ワ
ド
ラ
ジ
ェ
ジ
モ
・
ア
ン
ノ
」
（
雪
鑑
・
轟
碧
の
ぎ
。
》
馨
。
）
に
お
い
て
、
「
労

働
者
を
な
ん
ら
か
の
方
法
で
、
企
業
の
所
有
権
、
そ
の
管
理
運
営
、
あ
る
い
は
そ
の
利
潤
に
参
加
さ
せ
る
」
こ
と
の
必
要
を
説
い
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
後
の
ヨ
ー
・
ッ
パ
社
会
に
衝
撃
と
も
い
え
る
多
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。



　
か
く
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
参
加
」
思
想
は
、
一
方
に
お
い
て
は
、
空
想
的
社
会
主
義
思
想
の
系
譜
に
つ
ら
な
り
、
他
方
に
お

い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
主
義
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
、
き
わ
め
て
純
粋
に
理
念
的
な
発
展
過
程
を
た
ど
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

　
（
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
川
　
潤
「
技
術
革
新
時
代
の
市
民
国
家
像
」
世
界
一
九
六
八
年
八
月
号
一
三
〇
頁
以
下
、
同
「
『
参
加
の
社
会
』
は

　
　
　
可
能
か
（
上
）
（
下
）
」
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
一
九
六
八
年
八
月
二
二
日
号
四
八
頁
以
下
お
よ
び
八
月
二
〇
日
号
六
四
頁
以
下
、
平
・
前
掲
論
文
四
三
頁

　
　
　
以
下
、
な
ら
び
に
、
山
口
・
前
掲
論
文
四
九
頁
な
ど
を
参
照
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

ω
Φ
茜
。
匹
げ
9
雰
短
註
。
言
蝕
。
昌
。
江
．
巨
鰹
。
の
器
ヨ
。
旨
留
の
霞
零
餌
目
。
貫
ρ
一
8
0。
も
サ
ミ
ー
N
。
。
●

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
野
實
雄
・
労
働
株
の
理
論
ー
将
来
の
株
式
会
社
ー
（
昭
二
五
）
　
一
九
七
頁
以
下
を
参
照
。

　
切
一
ぎ
9
0
℃
．
o
一
叶
；
ワ
N
鋳

　
こ
う
し
た
例
に
つ
い
て
は
、
平
・
前
掲
論
文
四
七
－
五
二
頁
に
詳
細
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
の
提
唱
し
た
ア
ト
リ
エ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
よ
る
社
会
改
革
の
試
み
の
挫
折
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
井
上
幸
治
編
・
フ
ラ

ン
ス
史
（
新
版
）
（
昭
四
三
）
三
八
一
頁
以
下
を
参
照
Q

　
】
≦
貸
8
一
〇
斡
旨
R
o
P
ビ
、
『
a
器
の
の
Φ
臼
Φ
馨
α
＄
舞
富
ユ
密
餅
一
．
脅
℃
蝉
5
ω
凶
o
p
留
ω
窪
q
o
冥
一
ω
①
ω
”
閑
①
く
自
Φ
留
ω
の
8
欲
叡
ω
℃
一
〇
〇
〇
〇
｝
や
恥
8
な

お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
星
野
英
一
「
現
代
に
お
け
る
契
約
」
岩
波
講
座
現
代
法
第
八
巻
（
現
代
法
と
市
民
）
（
一
九
六
六
）
二
三
六
頁
、
二

四
二
頁
註
（
6
）
、
山
口
・
前
掲
論
文
五
四
頁
註
（
2
）
、
な
ら
び
に
、
平
・
前
掲
論
文
五
二
－
五
四
頁
参
照
。

2

従
業
員
参
加
の
制
定
法
上
の
試
み

こ
う
し
た
思
想
的
背
景
の
も
と
で
、
フ
ラ
γ
ス
に
お
い
て
は
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
、
参
加
制
度
を
法
制
度
化
す
る
べ
く
立
法
上
の

　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
（
七
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
（
八
）

努
力
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
以
下
に
お
い
て
、
一
九
六
七
年
の
参
加
令
に
い
た
る
ま
で
に
試
み
ら
れ
た
制
定
法
上
の
主
要
な
参
加
制
度
に

つ
い
て
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
し
ょ
う
。

　
①
　
労
働
者
参
加
株
式
会
社
　
　
労
働
者
参
加
株
式
会
社
（
の
8
聾
診
き
。
蔓
導
霧
呼
窓
岳
書
＆
8
。
薯
H
酵
①
）
と
い
う
新
し
い
会
社

形
態
は
、
一
九
一
七
年
四
月
二
六
日
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
、
一
八
六
七
年
七
月
二
四
日
の
旧
会
社
法
の
第
四
編
第
七
二
条
以
下
に
編
入

さ
れ
た
。
こ
の
き
わ
め
て
独
創
的
な
会
社
形
態
は
、
任
意
的
制
度
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
に
わ
ず
か
一
五
件
の
例
が
み

ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
参
加
の
社
会
に
適
合
的
な
企
業
形
態
と
し
て
、
一
九
六
六
年
七
月
二
四
目
の
新
会
社
法
の
制
定
に
よ
っ
て
旧
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

社
法
の
条
文
の
ほ
と
ん
ど
大
部
分
が
廃
止
さ
れ
た
後
も
、
そ
の
法
制
度
と
し
て
の
生
命
を
維
持
し
て
い
る
。

　
こ
の
労
働
者
参
加
株
式
会
社
は
、
株
式
会
社
で
は
あ
る
が
、
定
款
の
定
め
に
よ
り
、
資
本
株
（
8
§
話
8
8
賞
巴
）
と
労
働
株
（
零

ぎ
霧
号
霞
零
毘
）
と
い
う
二
種
類
の
ま
っ
た
く
性
質
の
異
な
る
株
式
を
有
す
る
株
式
会
社
形
態
で
あ
っ
て
、
従
来
の
株
式
会
社
と
は
区
別

さ
れ
る
新
し
い
会
社
形
態
で
あ
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
株
と
は
、
労
働
者
参
加
株
式
会
社
に
お
い
て
労
働
に

従
事
す
る
満
二
一
才
以
上
の
男
女
で
就
労
一
年
以
上
の
者
に
対
し
て
、
会
社
の
経
営
お
よ
び
利
潤
に
参
加
す
る
権
利
を
与
え
る
た
め
、
労

働
者
な
い
し
従
業
員
が
排
他
的
か
つ
義
務
的
に
組
織
す
る
労
力
協
同
商
事
会
社
（
ω
。
籔
叡
8
目
彗
Φ
琶
巴
9
8
忌
尋
箒
号
唐
巴
挙
α
．
。
窪
畦
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
団
体
的
に
与
え
ら
れ
る
株
式
で
あ
る
・

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
利
子
は
資
本
に
、
賃
金
は
労
働
に
、
利
益
と
指
揮
と
は
双
方
に
」
と
い
う
試
み
も
、
現
実
に
は
、
労
働
者
が

こ
の
参
加
に
関
心
を
示
さ
ず
、
資
本
家
も
会
社
経
営
に
対
す
る
従
業
員
の
監
督
を
恐
れ
て
い
た
ば
か
り
か
、
技
術
的
に
み
て
も
、
紐
織
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

複
雑
に
す
ぎ
、
衡
平
の
面
で
も
、
会
社
の
管
理
を
妙
に
複
雑
に
し
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
功
を
お
さ
め
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



　
②
　
従
業
員
代
表
制
度
　
　
い
わ
ゆ
る
「
マ
チ
ニ
ヨ
ン
協
定
」
（
》
。
8
益
の
竃
餌
凝
昌
呂
）
に
よ
り
、
「
従
業
員
代
表
制
」
　
（
頴
一
禽
鼠
Φ
魯

需
お
。
暮
。
一
）
を
創
設
す
る
一
九
三
六
年
六
月
二
四
日
法
は
、
企
業
内
部
の
従
業
員
代
表
に
よ
る
そ
の
経
営
に
対
す
る
参
加
の
法
律
上
の
出

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

発
点
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ム
の
人
民
戦
線
内
閣
の
も
と
で
制
定
さ
れ
た
こ
の
一
九
三
六
年
法
は
あ
く
ま
で
も

任
意
的
な
制
度
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
使
用
者
側
か
ら
労
働
者
の
企
業
管
理
へ
の
発
展
を
警
戒
さ
れ
て
、
こ
の
法
律
が
当
初
予
定
し
て
い
た

平
和
維
持
の
た
め
の
機
関
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
紛
争
を
醸
成
す
る
た
め
の
機
関
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
三
八
年
一
一
月

一
〇
日
法
は
、
一
〇
人
を
超
え
る
従
業
員
を
常
時
使
用
す
る
商
工
業
の
事
業
所
（
警
菩
冴
ω
豊
。
旨
）
に
対
し
て
、
従
業
員
代
表
制
度
の
設
置

を
義
務
づ
け
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
敗
北
に
ょ
る
ヴ
ィ
シ
ィ
政
府
の
樹
立
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
、
そ
の
効
果
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
ま
ま
に

　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

終
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
解
放
後
、
こ
れ
は
一
九
四
六
年
四
月
一
日
法
と
し
て
復
活
し
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
役
割

は
、
原
則
と
し
て
、
一
方
で
は
企
業
（
9
冨
冨
器
）
ま
た
は
事
業
所
（
無
ぎ
澄
器
壽
旨
）
と
、
他
方
で
は
労
働
監
督
官
（
鼠
ω
需
9
①
貫
魯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

霧
麩
毘
）
と
、
従
業
員
と
の
問
に
お
け
る
連
絡
（
一
芭
の
呂
）
の
機
関
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
③
　
企
業
委
員
会
制
度
　
　
こ
の
よ
う
に
、
生
産
の
技
術
的
単
位
（
き
ま
8
。
ぎ
置
岳
号
嘆
。
身
＆
8
）
で
あ
る
事
業
所
を
単
位
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
従
業
員
代
表
制
に
対
し
て
、
一
九
四
五
年
二
月
二
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
新
た
に
企
業
委
員
会
（
8
鼠
叡
の
血
、
窪
冨
旨
の
霧
）
を
創
設

し
、
五
〇
人
を
超
え
る
従
業
員
を
常
時
使
用
す
る
経
済
的
単
位
（
β
邑
ま
曾
。
き
鼠
2
Φ
）
た
る
企
業
に
対
し
て
、
こ
の
委
員
会
の
設
置
を

義
務
づ
け
た
（
五
〇
人
以
下
は
任
意
制
）
。
し
か
も
、
こ
の
制
度
は
、
従
業
員
代
表
制
と
異
な
っ
て
、
要
求
（
奉
奉
包
一
8
鉱
8
）
の
機
関
と

い
う
よ
り
も
、
経
営
（
α
q
。
隆
自
）
の
権
限
を
有
す
る
機
関
と
し
て
創
設
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
制
定
理
由
に
お
い
て
も
、
「
企
業
委
員

会
は
、
要
求
機
関
的
性
格
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
従
業
員
の
個
人
的
ま
た
は
団
体
的
要
求
を
代
表
す
る
従
業
員
代
表
に

　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
（
九
）



　
　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
（
一
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

対
し
て
、
企
業
委
員
会
は
、
ま
っ
た
く
別
の
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
企
業
委
員
会
の
権
限
は
、
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
決
定
権
を
も
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
企
業
の
経
営
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
諮
問
権
を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
労
働
者
の
経
営
参
加
は
空
文
と
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
困
需
辞
冨
村
幻
o
巨
o
∬
↓
『
蝉
凶
鼠
象
ヨ
①
暮
昏
Φ
q
。
R
o
一
け
8
目
ヨ
R
。
芭
る
①
舞
し
霧
。。
も
唱
。
o。
。
一
i
o。
。
N
●

　
（
2
）
　
大
野
・
前
掲
書
一
五
八
頁
（
ま
た
は
同
・
商
法
研
究
第
一
巻
（
昭
三
七
）
七
二
頁
）
。
な
お
、
こ
の
労
力
協
同
商
事
会
社
と
い
う
法
人
は
、
生

　
　
　
産
も
し
な
け
れ
ば
、
生
産
手
段
も
有
し
な
い
と
い
う
よ
う
に
ま
っ
た
く
企
業
活
動
を
営
な
ま
な
い
、
き
わ
め
て
法
技
術
的
な
理
由
か
ら
創
設
さ
れ

　
　
　
た
民
事
会
社
で
あ
る
が
、
一
九
六
六
年
の
新
会
社
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
第
二
九
三
条
第
一
項
が
、
社
債
権
者
団
体
に
法
人
格
を
付
与
し
て
お
り
、

　
　
　
現
代
に
お
け
る
法
人
格
の
技
術
的
性
格
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
が
も
た
れ
る
Q

　
（
3
）
　
覆
需
講
℃
巽
園
o
醒
o
ρ
o
P
o
一
“
宰
o
o
O
ド
な
お
、
山
口
教
授
は
、
労
働
者
参
加
株
式
会
社
が
失
敗
し
た
理
由
と
し
て
、
「
ω
資
本
利
得
の
一

　
　
　
部
の
み
を
分
け
前
と
し
て
与
え
る
だ
け
で
、
企
業
の
管
理
運
営
そ
の
も
の
に
労
働
者
を
直
接
に
参
加
さ
せ
る
途
を
開
い
た
も
の
で
は
な
く
、
③
労

　
　
　
働
出
資
と
み
る
分
に
対
し
て
与
え
る
べ
ぎ
株
式
数
（
い
い
か
え
れ
ば
労
働
の
評
価
）
に
つ
い
て
合
理
的
な
基
準
は
な
く
、
③
〕
個
々
の
労
働
者
の
取

　
　
　
得
額
は
、
ぎ
わ
め
て
僅
少
で
あ
る
こ
と
、
ω
そ
も
そ
も
労
働
者
を
使
用
者
に
よ
る
恣
意
的
な
解
雇
か
ら
守
り
、
企
業
活
動
に
参
与
さ
せ
る
雇
用
の

　
　
　
安
全
が
は
か
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
か
か
る
参
与
を
前
提
と
し
た
労
働
株
の
意
味
は
薄
い
こ
と
、
⑤
制
度
は
任
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
と
」
を
列
挙
さ
れ
て
い
る
（
山
口
・
前
掲
論
文
五
二
頁
）
。
ま
た
、
石
井
照
久
「
従
業
員
持
株
制
度
と
労
働
株
」
労
働
法
の
研
究
皿
（
経
営
と
労
働
）

　
　
　
　
（
昭
四
二
）
二
七
三
ー
二
七
八
頁
参
照
o

　
（
4
）
≦
讐
宣
旨
O
貰
o
貫
O
o
鴨
韓
一
8
9
短
『
臨
o
凶
窟
江
9
3
霧
一
〇
の
9
＃
⑦
冥
一
ω
Φ
ω
α
o
の
冨
誘
費
匡
巽
o
頴
O
o
ヨ
ヨ
q
P
一
8
00
”
戸
ω
㎝
一
．

　
（
5
）
　
か
か
る
経
過
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
外
尾
健
一
「
フ
ラ
ン
ス
の
経
営
協
議
会
」
季
刊
労
働
法
一
一
号
（
昭
二
九
）
一
三
二
i
一
三
三
頁
、
青
木

　
　
　
宗
也
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
経
営
委
員
会
制
度
の
現
状
と
そ
の
性
格
」
季
刊
労
働
法
二
八
号
（
昭
三
三
）
　
一
九
八
頁
を
参
照
。

　
（
6
）
い
o
一
3
一
〇
髪
旨
一
漣
ρ
ゆ
図
き
二
〇
警
簿
暮
α
。
の
象
一
禽
＆
ω
3
需
お
o
§
φ
一
山
き
の
一
霧
①
馨
話
冥
一
ω
。
9

　
（
7
）
O
巽
9
P
o
マ
簿
4
や
G。
㎝
㎝
●



（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

○
こ
o
β
昌
m
昌
8
血
ロ
O
N
欲
く
は
窪
一
〇
鼻
㎝
”
ぎ
の
謡
露
帥
旨
儀
窃
o
o
旨
凶
鼠
ω
q
、
o
暮
お
℃
ユ
ω
8
●

O
畦
9
P
o
づ
9
け
‘
℃
．
ω
①
O
●

企
業
委
員
会
の
権
限
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
外
尾
・
前
掲
論
文
一
三
九
－
一
四
一
頁
、
青
木
・
前
掲
論
文
二
〇
三
ー
二
〇
七
頁
を
参
照
。

3

参
加
令
の
制
定
過
程

　
第
二
次
大
戦
直
後
の
一
九
四
六
年
、
フ
ラ
ソ
ス
第
四
共
和
国
憲
法
の
前
文
に
お
い
て
、
「
す
べ
て
の
労
働
者
は
、
そ
の
代
表
者
を
介
し

て
、
労
働
条
件
の
団
体
的
決
定
お
よ
び
企
業
の
管
理
に
参
加
す
る
」
と
の
宣
言
が
な
さ
れ
、
現
在
、
第
五
共
和
国
憲
法
に
も
承
け
継
が
れ

て
き
て
い
る
が
、
長
い
問
そ
の
内
容
を
具
体
化
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
企
業
参
加
の
構
想
を
積
極
的
に
推
進
し
た

の
が
、
ド
・
ゴ
ォ
ル
（
8
9
邑
Φ
）
で
あ
っ
た
Q

　
①
　
一
九
五
九
年
一
月
七
目
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
　
　
一
九
五
八
年
、
ド
・
ゴ
ォ
ル
は
政
権
に
復
帰
す
る
や
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
の
熱
烈
な

信
奉
者
で
あ
る
彼
の
信
念
を
実
行
に
移
す
た
め
に
、
労
働
大
臣
ポ
ウ
ル
・
パ
コ
ン
（
寄
三
窪
。
8
）
に
対
し
、
企
業
の
成
果
に
労
働
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

参
加
さ
せ
る
方
法
に
つ
い
て
の
検
討
を
命
じ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
成
立
し
た
の
が
、
「
企
業
に
対
す
る
労
働
者
の
参
与
ま
た
は
利
益
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

加
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
九
五
九
年
一
月
七
目
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
第
五
九
i
二
一
六
号
」
で
あ
る
。
こ
の
参
加
制
度
は
、
使
用

者
と
労
働
者
と
の
自
由
な
協
定
に
も
と
づ
く
任
意
的
な
制
度
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
（
一
条
）
、
そ
の
目
的
は
、
労
働
者
の
企
業
ま
た
は
事
業
所

の
成
果
に
対
す
る
団
体
的
参
加
、
資
本
ま
た
は
自
己
金
融
操
作
に
対
す
る
参
加
お
よ
び
生
産
性
の
増
大
に
対
す
る
参
加
で
あ
っ
た
が
（
二

　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］
一
（
一
一
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
叫
（
二
唱
）

条
一
号
参
照
）
、
実
際
に
は
約
一
〇
万
人
の
従
業
員
を
も
つ
二
〇
二
の
企
業
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
、
そ
の
う
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

資
本
に
対
す
る
参
加
は
、
お
よ
そ
二
万
三
千
の
労
働
者
を
有
す
る
九
企
業
に
す
ぎ
な
か
っ
た
Q

　
租
税
お
よ
び
社
会
保
障
関
係
の
負
担
の
減
免
と
い
う
優
遇
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
一
〇
条
）
、
こ
の
参
加
制
度

が
充
分
に
活
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
れ
が
法
律
上
の
強
制
的
制
度
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
と
り
わ
け
、
労
働
者

の
側
の
反
感
な
い
し
無
関
心
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
資
本
に
対
す
る
参
加
（
い
わ
ゆ
る
従
業
員
持
株

制
）
が
数
少
な
い
参
加
の
事
例
中
に
お
い
て
も
そ
の
例
が
少
な
い
こ
と
は
、
そ
の
手
続
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
労
働

者
が
資
本
家
と
同
じ
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
を
批
判
す
る
眼
を
失
な
い
、
真
の
社
会
正
義
の
た
め
の
闘
争
を
鈍
ら
せ
る
こ
と

を
恐
れ
た
が
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
生
産
性
向
上
に
対
す
る
参
加
の
例
も
少
な
い
の
は
、
そ
れ
が
労
働
強
化
に
つ
な
が
る
こ
と
を
恐
れ
た

が
た
め
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
労
働
者
な
い
し
労
働
組
合
の
反
対
は
、
さ
ら
に
、
税
法
上
の
優
遇
措
置
等
に
よ
っ
て
、
本
来
、
賃
金
原
資
た
る
べ
き
利
益

が
、
利
益
参
加
の
名
を
装
っ
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
不
信
感
に
、
理
論
的
な
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
か
く
し
て
、
労
働
者
に
よ
る

こ
の
制
度
に
対
す
る
反
感
は
、
企
業
の
経
理
を
あ
ば
か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
企
業
管
理
へ
の
足
場
を
労
働
組
合
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
る

こ
と
を
懸
念
す
る
経
営
者
の
反
対
と
が
あ
い
ま
っ
て
、
大
多
数
の
企
業
に
こ
の
参
加
制
度
の
採
用
と
実
施
を
た
め
ら
わ
せ
て
い
る
の
で
あ

（
4
）

る
o　

②
ブ
巨
ッ
ク
レ
ネ
と
ヴ
ァ
・
ン
修
正
案
　
　
右
の
よ
う
な
事
態
を
打
開
す
る
た
め
、
政
府
は
、
一
九
六
一
年
六
月
一
五
日
に
、
会
計

検
査
院
首
席
検
査
官
（
8
霧
畳
R
糞
聾
お
ど
”
o
。
弩
号
ω
9
B
冥
窃
）
た
る
マ
セ
ラ
ン
を
委
員
長
と
し
、
経
済
学
者
、
大
学
教
授
、
使



用
者
な
ら
び
に
F
・
0
お
よ
び
C
・
G
・
C
の
組
合
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
マ
セ
ラ
ソ
委
員
会
（
o
。
旨
昌
裟
8
竃
器
ω
。
夢
）

を
設
置
し
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
一
九
五
九
年
一
月
七
目
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
施
行
令
た
る
一
九
五
九
年
四
月
一
七
日
デ
ク
レ
の
失
敗
の
原

因
を
探
り
、
利
益
参
加
の
名
目
で
分
配
さ
れ
る
額
に
対
す
る
租
税
や
社
会
保
障
拠
出
金
の
負
担
の
免
除
に
代
え
て
、
国
の
補
助
お
よ
び
融

資
の
ご
と
き
、
使
用
者
に
対
す
る
減
免
税
措
置
と
特
典
の
供
与
を
定
め
る
法
律
案
を
作
成
し
、
｝
九
六
二
年
二
月
に
政
府
に
対
し
て
提
出

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
案
は
、
三
〇
人
か
ら
な
る
議
会
の
委
員
会
に
か
け
ら
れ
、
報
告
の
対
象
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
ま
ま
と
な
っ
て
し
ま

（
6
）

っ
た
。

　
こ
う
し
た
時
機
に
出
現
し
た
の
が
、
預
託
金
庫
総
裁
ブ
・
ッ
ク
レ
ネ
の
著
書
「
企
業
改
革
の
た
め
に
」
（
一
九
六
三
年
）
で
あ
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
本
は
た
ち
ま
ち
ド
・
ゴ
ォ
ル
左
派
の
バ
イ
ブ
ル
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
企
業
は
、
単
一
の
指
揮
（
爵
。
＆
8
）
の
も
と

に
経
営
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
、
複
数
の
監
督
（
8
旨
邑
。
）
の
も
と
に
お
く
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

企
業
の
所
有
と
経
営
の
分
離
が
進
行
し
、
労
働
組
合
の
責
任
者
は
企
業
の
経
営
を
監
督
し
影
響
力
を
行
使
し
う
る
か
ぎ
り
使
用
者
の
指
揮

権
を
認
め
て
お
り
、
政
府
も
企
業
活
動
の
自
由
と
経
済
計
画
と
の
一
致
を
目
指
し
て
努
力
し
て
い
る
現
段
階
で
は
、
企
業
を
国
有
化
す
る

こ
と
よ
り
も
、
経
営
を
社
会
化
す
る
こ
と
こ
そ
必
要
で
あ
り
、
出
資
者
に
ょ
る
監
督
を
従
業
員
に
ょ
る
そ
れ
に
代
え
る
こ
と
よ
り
も
、
出

資
者
、
従
業
員
お
よ
び
政
府
の
三
者
に
ょ
る
監
督
こ
そ
が
、
経
営
の
社
会
化
を
担
保
す
る
方
法
で
あ
る
と
し
て
、
「
監
督
の
複
数
性
と
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

揮
の
単
一
性
」
（
筥
賃
農
叡
号
ω
8
暮
邑
窃
魯
琶
竃
8
昏
。
＆
8
）
を
提
唱
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
従
業
員
の
参
加
方
式
は
、
ま
ず
、

情
報
開
示
権
（
葺
。
馨
蝕
8
）
に
も
と
づ
く
諮
問
権
（
。
8
の
葺
呂
自
）
を
も
ち
（
労
働
法
レ
ベ
ル
の
問
題
）
、
つ
い
で
、
経
営
に
対
す
る

監
督
権
（
。
9
嘗
ひ
一
。
）
が
与
え
ら
れ
（
会
社
法
レ
ベ
ル
の
問
題
）
、
さ
ら
に
、
企
業
利
益
の
分
配
に
対
す
る
参
加
（
冨
岳
9
冨
ぎ
昌
）
に
進

　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
（
＝
二
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
（
一
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

む
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
使
協
調
、
資
本
と
労
働
の
協
働
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
。

　
ド
・
ゴ
ォ
ル
左
派
の
ル
イ
・
ヴ
ァ
冒
ン
は
、
自
ら
が
首
席
報
告
官
（
壁
唇
。
箒
畦
磯
魯
曾
＆
と
し
て
提
出
し
た
税
制
改
革
に
関
す
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

九
六
五
年
七
月
一
二
目
法
が
提
出
さ
れ
た
際
、
右
の
ブ
・
ヅ
ク
レ
ネ
の
思
想
を
実
行
に
移
し
た
。
こ
れ
が
、
そ
の
後
の
第
五
共
和
国
の
方

向
を
決
め
る
か
の
有
名
な
「
ヴ
ァ
・
ソ
修
正
案
」
（
》
幕
包
竃
①
暮
く
毘
8
）
で
あ
る
Q
す
な
わ
ち
、
右
の
一
九
六
五
年
法
の
第
三
三
条
は
、

「
政
府
は
、
一
九
六
六
年
五
月
一
日
以
前
に
、
自
己
金
融
に
ょ
る
企
業
の
資
産
価
値
の
増
大
に
対
す
る
従
業
員
の
権
利
を
承
認
か
つ
保
証

す
る
方
式
を
定
め
る
法
律
案
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
、
政
府
に
法
案
提
出
を
義
務
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
従
業
員
に
対
し
て
自
己
の
株
式
ま
た
は
持
分
を
無
償
交
付
し
た
会
社
に
、
減
税
の
特
典
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
施
行
令
た
る
デ
ク
レ
は
つ
い
に
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
③
　
・
ワ
シ
ョ
H
ヴ
ァ
・
ン
法
案
　
　
ヴ
ァ
・
ン
修
正
案
に
よ
っ
て
、
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
の
参
加
方
式
を
早
急
に
具
体
化
す

る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
、
一
九
六
六
年
一
月
よ
り
、
ヴ
ァ
・
ソ
は
、
国
民
議
会
の
憲
法
委
員
会
の
委
員
長
で
あ
り
、
公
法
の
教
授
で
あ

る
ル
ネ
・
カ
ピ
タ
ン
（
襯
激
o
巷
ぎ
暮
）
と
協
力
し
て
、
自
己
金
融
に
対
す
る
従
業
員
の
参
加
に
よ
る
問
題
の
解
決
を
説
く
、
い
わ
ゆ
る

「
・
ワ
シ
ョ
構
想
」
（
ω
誘
叡
ヨ
。
ぎ
一
9
9
）
を
支
持
推
進
し
た
Q

　
数
量
経
済
学
会
の
理
事
長
た
る
ロ
ワ
シ
ョ
の
理
論
は
、
①
生
産
手
段
の
私
的
所
有
と
相
続
に
よ
る
承
継
と
い
う
資
本
主
義
の
基
本
理
念

の
維
持
、
②
企
業
の
株
式
の
分
配
に
ょ
る
労
働
者
の
資
本
家
へ
の
変
身
、
③
現
実
の
所
有
者
に
よ
る
収
奪
な
し
に
労
働
者
に
よ
る
企
業
の

漸
進
的
な
乗
取
り
、
と
い
う
基
本
テ
ー
ゼ
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
従
業
員
は
、
税
引
後
の
企
業
利
益
に
年
に
二
二
な
い
し

六
・
五
。
ハ
ー
セ
ソ
ト
参
加
す
れ
ば
、
五
〇
年
後
に
は
、
会
社
資
本
の
五
一
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
所
有
す
る
に
い
た
る
と
す
る
の
で
あ
る
。



こ
の
基
本
的
構
想
に
も
と
づ
い
て
、
ヴ
ァ
・
ソ
と
p
ワ
シ
ョ
は
、
従
業
員
は
、
利
益
の
二
〇
パ
！
セ
ソ
ト
に
参
加
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無

償
交
付
さ
れ
る
株
式
は
五
年
な
い
し
一
〇
年
間
譲
渡
を
禁
止
し
、
課
税
の
五
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
を
軽
減
す
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
・
ワ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ヨ
”
ヴ
ァ
・
ン
法
案
」
（
国
。
§
ぎ
凶
9
9
＜
毘
8
）
を
作
成
し
た
。

　
④
　
マ
テ
ェ
委
員
会
の
参
加
令
制
定
作
業
　
　
一
九
六
六
年
二
月
一
六
目
、
政
府
は
、
ヴ
ァ
・
ン
修
正
案
を
受
け
て
、
参
加
令
の
基
本

構
想
を
次
の
ご
と
く
決
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
従
業
員
に
対
し
て
付
与
す
る
権
利
は
、
自
己
金
融
に
も
と
づ
く
企
業
の
資
本
の
増
加
を

限
度
と
す
る
。
②
企
業
の
資
本
の
増
加
に
対
す
る
従
業
員
の
参
加
に
も
と
づ
く
資
金
は
、
企
業
の
投
資
に
当
て
る
た
め
、
そ
の
処
分
に
委

ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
従
業
員
の
参
加
に
も
と
づ
く
資
金
の
運
用
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
外
部
機
関
に

よ
っ
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
④
自
己
金
融
に
対
す
る
労
働
者
の
参
加
は
、
企
業
、
家
計
お
よ
び
管
理
の
既
存
の
資
金
調
達
能
力
に
影

響
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
資
金
調
達
能
力
に
影
響
を
与
え
た
場
合
に
は
投
資
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
決
定
の
内
容
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
内
容
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
同
年
三
月
一
八
日
、
財
政
経
済
大
臣
は
、
会
計
検
査
院
の
首
席
検
査
官
で
あ
る

レ
イ
モ
ン
・
マ
テ
ェ
（
園
昌
旨
・
＆
竃
斡
島
亀
）
を
委
員
長
と
す
る
通
称
「
マ
テ
ェ
委
員
会
」
（
9
日
鼠
裟
自
竃
簿
げ
亀
）
を
設
置
し
た
。
こ

の
委
員
会
は
、
ヴ
ァ
・
ン
H
・
ワ
シ
ョ
案
な
ど
の
検
討
を
通
じ
て
、
能
率
的
に
審
議
を
進
め
、
同
年
九
月
一
日
に
は
早
く
も
そ
の
結
論
を

公
表
し
た
。

　
マ
テ
ェ
委
員
会
の
結
論
に
よ
れ
ば
、
参
加
制
度
は
こ
れ
を
義
務
的
制
度
（
超
総
導
①
9
凝
簿
。
冨
）
と
し
、
次
の
七
点
に
わ
た
る
基
本

原
則
を
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
①
五
〇
人
を
超
え
る
従
業
員
を
使
用
す
る
す
べ
て
の
資
本
会
社
を
参
加
令
の
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
。

②
税
金
を
控
除
し
か
つ
自
己
資
本
に
対
す
る
報
酬
を
支
払
っ
た
後
の
純
利
益
に
も
と
づ
く
自
己
金
融
に
限
定
す
る
こ
と
。
③
自
己
資
本
に

　
　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
ハ
一
五
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
（
一
六
）

対
す
る
報
酬
の
正
確
な
評
価
の
た
め
に
貸
借
対
照
表
を
再
評
価
す
る
こ
と
。
③
自
己
資
本
に
対
す
る
報
酬
の
支
払
後
の
利
益
に
つ
い
て
賃

金
を
付
加
価
値
で
除
し
た
係
数
を
乗
ず
る
こ
と
。
⑤
従
業
員
に
付
与
さ
れ
る
権
利
は
資
本
の
報
酬
よ
り
も
額
が
大
き
く
な
い
こ
と
。
⑥
従

業
員
の
権
利
の
価
額
が
き
わ
め
て
大
き
い
例
外
の
場
合
お
よ
び
そ
れ
が
国
家
資
金
の
払
込
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
権
利
は
制
限
さ
れ
る

こ
と
。
⑦
政
府
の
み
が
選
択
し
う
る
従
業
員
の
代
表
方
式
で
あ
る
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
委
員
会
は
当
事
者
間
の
協
定
で
自
由
に
定
め
る
こ
と
の
で
き
る
事
項
と
し
て
、
①
権
利
の
種
類
（
す
な
わ
ち
、
資
本
に
対
す
る

権
利
ま
た
は
債
権
的
権
利
）
、
②
企
業
に
対
す
る
権
利
に
任
意
の
貯
蓄
を
加
え
る
権
限
、
③
権
利
の
管
理
方
式
（
記
名
株
式
、
可
変
資
本

投
資
会
社
の
株
式
ま
た
は
債
権
運
用
機
関
に
対
す
る
持
分
）
に
つ
い
て
定
め
た
。

　
か
く
し
て
、
マ
テ
ェ
委
員
会
の
報
告
書
が
経
済
財
政
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
以
降
、
各
界
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
争
が

　
　
　
　
（
1
4
）

激
し
く
な
っ
た
。
そ
の
間
、
ヴ
ァ
・
ン
と
・
ワ
シ
ョ
も
自
分
達
の
提
案
を
、
こ
の
「
隠
れ
た
自
己
金
融
制
度
」
（
墜
8
評
き
8
ヨ
Φ
暮
8
－

。
昌
Φ
）
に
沿
っ
て
修
正
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
六
七
年
六
月
二
二
日
法
に
よ
り
、
政
府
は
、
労
働
者
の
利
益
参
加
に
関
し
、
一
〇
旦
三

日
ま
で
に
、
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
形
式
で
立
法
化
す
る
こ
と
を
議
会
か
ら
授
権
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
本
稿
の
考
察
の
対
象
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）

る
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
の
参
加
令
で
あ
る
。

　
参
加
令
の
制
定
後
、
一
一
月
二
七
目
に
、
ド
・
ゴ
ォ
ル
は
、
「
企
業
に
お
い
て
、
そ
の
成
果
、
資
本
お
よ
び
責
任
に
対
す
る
従
業
員
の

直
接
の
参
加
は
、
ラ
ラ
ン
ス
経
済
の
基
礎
の
一
つ
の
与
件
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
在
法
律
が
規
定
す
る
利
益
参
加
に
み
ら
れ
る
き
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

め
て
広
汎
な
社
会
変
革
は
、
そ
の
重
要
な
一
段
階
を
構
成
す
る
」
と
言
明
し
、
参
加
の
社
会
建
設
へ
の
重
要
な
第
一
歩
を
誇
っ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
理
念
と
現
実
と
の
間
の
距
離
は
、
以
下
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。



（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

　
国
ぎ
9
0
マ
o
凶
ε
宰
段
・
も
つ
と
も
、
そ
れ
以
前
に
も
、
ド
・
ゴ
ォ
ル
派
の
ス
ゥ
ス
テ
ル
（
ω
霊
の
留
一
冨
）
に
よ
る
資
本
と
労
働
の
協
働
契
約

に
関
す
る
法
案
が
一
九
五
一
年
に
提
出
さ
れ
た
り
、
翌
年
、
ヴ
ァ
ロ
ン
が
こ
の
法
案
を
再
び
提
出
し
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
い
づ
れ
も
失

敗
に
終
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
五
五
年
五
月
二
〇
日
お
よ
び
同
年
九
月
一
七
目
の
二
つ
の
デ
ク
レ
に
は
、
企
業
の
生
産
性
の
向
上
に
対
す
る
従

業
員
の
利
益
参
加
の
方
式
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
条
文
が
設
け
ら
れ
た
が
、
一
九
五
八
年
ま
で
に
、
お
よ
そ
一
六
〇
の
企
業
が
こ
れ
を

実
施
し
税
法
上
の
優
遇
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
匹
言
9
0
や
9
f
℃
や
oo
？
oo
一
）
。

　
O
昆
o
昌
昌
帥
p
8
昌
o
＄
1
一
b
o
①
儀
蔭
刈
智
昌
丘
巽
お
＄
｝
汁
窪
島
効
韓
似
貯
＜
〇
二
の
角
一
．
器
ω
o
o
㌶
岳
o
昌
o
信
一
．
言
鼠
・
お
の
ω
o
ヨ
o
暮
α
Φ
の
叶
鼠
く
巴
＝
o
弩
ω

似
一
．
o
導
お
冥
圃
器
（
い
O
●
α
偉
O
雷
昌
≦
R
這
呂
y
そ
の
施
行
令
と
し
て
、
U
似
R
簿
吃
紹
－
鋒
O
血
＝
嵩
四
貫
一
一
ご
呂
℃
臨
図
餌
旨
一
帥
8
目
も
o
・

ω
置
8
身
8
日
一
叡
壼
け
一
〇
醤
一
8
霧
三
雷
餓
く
⑦
讐
似
毒
廊
二
．
○
箆
o
§
㊤
ヨ
8
昌
。
紹
1
一
ま
身
刈
宣
昌
丘
R
一
〇
＄
冨
呂
9
箕
餅
壁
く
o
岳
段

一
．
器
8
9
辞
δ
p
o
q
一
．
ぎ
鼠
話
器
①
e
o
旨
留
ω
霞
雲
巴
一
一
窪
お
餅
一
．
窪
需
魯
二
器
（
9
ρ
山
q
一
〇
〇
勢
く
注
お
＄
V
が
制
定
さ
れ
た
。

　
こ
の
三
つ
の
方
式
の
う
ち
で
は
、
企
業
の
成
果
に
対
す
る
参
加
が
、
も
っ
と
も
多
く
採
用
さ
れ
た
参
加
方
式
で
あ
っ
た
（
国
営
9
0
や
9
f
℃
る
鱒
）
。

　
以
上
の
叙
述
は
、
ω
一
冒
9
0
マ
9
f
窟
認
。
に
依
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
憩
合
は
、
C
G
T
（
フ
ラ
ン
ス
労
働
総
同
盟
、
共
産
党
系
、
約
二
〇
〇
万
人
）
、
C
G
T
－
F
O
（
フ
ラ
ン
ス
労
働
総
同
盟

ー
労
働
者
の
カ
、
社
会
党
系
、
約
八
○
万
人
）
、
C
F
D
T
（
フ
ラ
ン
ス
民
主
労
働
総
同
盟
、
人
民
共
和
派
、
約
七
五
万
人
）
、
C
F
T
C
（
キ
リ

ス
ト
教
労
働
総
同
盟
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
派
、
約
一
一
万
人
）
、
C
G
C
（
幹
部
職
員
総
同
盟
、
技
術
管
理
者
対
象
、
約
一
五
万
人
）
の
五
系
統

に
分
か
れ
て
い
る
（
加
藤
寛
H
丸
尾
直
美
編
・
経
営
参
加
と
は
何
か
（
昭
四
六
）
一
九
六
頁
）
。

　
】
W
一
ぼ
9
0
マ
9
ε
や
ω
㎝
●

　
西
川
・
前
掲
「
技
術
革
新
時
代
の
市
民
国
家
像
」
一
四
〇
頁
。

　
悶
轟
暮
o
一
ω
一
W
一
〇
〇
ザ
ー
ピ
巴
鼠
｝
℃
o
霞
q
β
o
鼠
賄
o
村
日
o
血
o
一
、
9
零
8
二
の
ρ
一
8
ρ
℃
唱
・
ω
o
o
l
鳶
。

　
国
一
〇
〇
げ
ー
い
巴
泳
”
o
戸
息
酔
‘
℃
宰
8
ー
一
〇
ρ

　
い
o
一
昌
。
O
㎝
ー
q
8
身
嵩
冒
一
一
g
一
8
9
ω
鐸
二
¢
猷
｛
g
糞
o
留
一
、
ぎ
℃
o
の
識
o
づ
ユ
⑦
ω
窪
鉾
。
鷲
一
ω
①
ω
簿
留
ω
冨
く
。
喜
¢
留
ω
8
算
壁
図

糞
o
び
一
嵩
酵
o
ω
（
一
ゆ
ρ
q
ロ
お
甘
窪
9
一
8
仰
や
O
O
8
）
●

企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）

一
七
（
一
七
）



（
n
）

（
12
）

（
1
3
）

（
M
）

（
妬
）

（
16
）

論
　
　
　
説
（
奥
島
）

　
以
上
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
匹
言
9
0
や
9
“
や
し⊃
9
に
依
る
o

　
以
上
の
叙
述
に
い
て
は
、
ゆ
一
ぎ
斜
O
亨
息
f
b
や
oo
O
l
置
・
に
依
る
。

　
マ
テ
ェ
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
匹
ぎ
9
0
や
9
f
鳴
翫
》
8
3
（
一
）
。
参
照
Q

　
参
加
令
に
対
す
る
資
本
家
側
と
労
働
者
側
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
後
に
最
小
限
必
要
な
限
度
で
触
れ
る
機
会
が
あ
る
が
、

ε
ぎ
P
o
や
9
8
や
合
9
9
な
ら
び
に
、
平
・
前
掲
論
文
六
七
頁
以
下
を
参
照
Q

　
以
上
の
叙
述
は
、
ω
一
ぎ
ρ
o
や
o
一
f
℃
穿
瞳
i
鳶
●
に
依
る
。

　
O
巽
o
一
P
o
や
o
凶
け
；
サ
ω
O
oo．

一
八
（
一
八
）

さ
し
あ
た
り
、
O
霞
－

三
　
参
加
令
の
基
本
的
性
格

　
一
九
六
七
年
八
月
一
七
目
の
参
加
令
は
、
そ
の
施
行
令
な
ら
び
に
関
係
法
令
を
加
え
る
と
、
ぎ
わ
め
て
詳
細
な
も
の
で
あ
り
（
直
接
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

関
係
法
令
だ
け
で
二
件
に
上
る
）
、
実
定
法
と
し
て
も
、
主
と
し
て
、
労
働
法
、
税
法
、
会
社
法
な
ど
に
関
連
す
る
複
雑
な
構
造
を
有

し
、
ま
た
、
社
会
政
策
的
か
つ
経
済
政
策
的
配
慮
に
み
ら
れ
る
強
烈
な
政
策
目
的
を
も
つ
立
法
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
参
加
令
の
基
本

的
性
格
と
し
て
、
義
務
的
制
度
、
契
約
的
制
度
、
利
益
参
加
的
制
度
お
よ
び
自
己
金
融
的
制
度
と
い
う
四
点
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
こ
の
複

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

雑
な
性
格
の
解
明
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
（
1
）
　
参
加
令
の
関
係
法
令
の
参
照
に
は
、
肉
O
鵬
震
U
自
ぼ
窪
O
ρ
一
帥
冨
跨
勘
O
甘
緯
ご
旨
8
ω
器
蚕
誌
傍
鋤
q
図
ヰ
且
富
号
一
．
震
窟
昌
ω
δ
旨
儀
霧
①
昌
霞
・

　
　
　
嘆
一
器
ρ
一
零
ρ
の
第
一
部
が
便
利
で
あ
る
o
参
加
令
を
含
む
主
要
関
係
法
令
は
、
以
下
の
四
件
で
あ
る
。

　
　
　
①
参
加
令
（
前
出
）
（
資
料
1
）
Q
　
②
参
加
令
施
行
令
（
前
出
）
（
資
料
2
）
。



（
2
）

　
i
O
零
q
q
8
8
お
ヨ
ぼ
○
お
緕
（
『
・
ρ
α
q
一
〇
〇
8
象
這
爲
）
・
以
下
、
「
貯
蓄
計
画
令
」
と
略
す
（
資
料
3
）
。

　
お
零
話
一
彗
貯
o
窪
図
甘
彗
ω
α
．
9
四
茜
お
α
．
窪
珪
8
二
ω
o
（
い
ρ
ユ
ρ
oo
軸
三
5
一
8
00
）
●
以
下
、
「
貯
蓄
計
画
令
施
行
令
」
と
略
す
（
資
料
4
）
。

　
か
か
る
観
点
か
ら
、
参
加
令
の
基
本
的
性
格
の
解
明
を
試
み
た
例
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
解
説
書
、
論
文
類
に
は
見
当
ら
な
い
。

③
O
＆
o
導
き
8
p
。
需
I
O
逡
身
嵩
餌
o
痒
一
8
凶
邑
四
叶
一
く
o
き
図
覧
き
の
α
、
8
畦
讐
Φ
α
、
窪
嘗
①
冥
凶
ω
Φ
の
9
目
o
島
評
暮
一
餌
一
〇
一
ロ
。
臼

④
頴
R
魯
昌
。
①
G。
1
欝
o
。
身
ω
O
ヨ
帥
凶
一
〇
①
o。

℃
幹
き
江
窃
8
賞
置
○
湯
α
．
碧
嘗
8
け
凶
自
号
一
、
o
注
o
彗
き
8
μ
。
①
刈
ー
O
虐
身
嵩
p。
o
律

義
務
的
制
度
と
し
て
の
従
業
員
参
加

　
参
加
令
は
、
そ
の
第
一
条
に
お
い
て
、
「
一
〇
〇
人
を
超
え
る
従
業
員
を
常
時
使
用
す
る
企
業
は
、
そ
の
事
業
活
動
の
種
類
お
よ
び
そ

の
法
律
上
の
形
態
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
企
業
成
長
の
成
果
に
参
加
す
る
従
業
員
の
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
マ
本
章
に
定

め
る
各
種
の
義
務
を
負
う
。
」
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
第
一
に
、
「
一
〇
〇
人
を
超
え
る
従
業
員
を
常
時
使
用
す
る
企
業
」

は
、
従
業
員
の
利
益
参
加
を
強
制
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
一
九
六
七
年
の
参
加
制
度
の
最
大
の
特
色
の
一
つ
が
あ
る
。
こ
れ
に
反
し

て
、
一
〇
〇
人
以
下
の
従
業
員
を
使
用
す
る
企
業
が
こ
の
制
度
を
採
用
す
る
か
否
か
は
任
意
と
さ
れ
て
お
り
、
採
用
し
た
場
合
に
は
、
税

法
上
の
特
典
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
令
一
四
条
）
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
季
節
的
企
業
（
①
導
お
冨
ω
霧
ω
器
。
言
一
恥
8
）
に
対
し
て
も
、

一
年
に
達
し
な
い
そ
の
存
続
期
問
に
比
例
し
て
従
業
員
の
利
益
参
加
を
保
障
し
て
い
る
（
施
行
令
一
条
二
項
）
。

　
第
二
に
、
一
〇
〇
人
を
超
え
る
従
業
員
を
常
時
使
用
す
る
「
企
業
」
（
睾
募
竃
ω
霧
）
に
対
す
る
義
務
的
制
度
（
器
畳
暮
静
弩
。
暮
o
臣
・

鳴
8
ぎ
）
で
あ
る
か
ら
、
会
社
企
業
で
あ
れ
、
個
人
企
業
で
あ
れ
、
企
業
形
態
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
（
一
九
）



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
（
二
〇
）

公
企
業
（
8
富
冨
の
霧
冨
呂
2
＄
）
お
よ
び
国
有
会
社
（
の
8
捧
診
ロ
畳
き
巴
①
ω
）
に
つ
い
て
は
、
資
本
参
加
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

特
則
を
設
け
（
令
九
条
）
、
こ
れ
を
受
け
た
一
九
六
九
年
三
月
二
一
日
の
デ
ク
レ
が
、
か
か
る
場
合
に
お
け
る
従
業
員
参
加
方
式
の
詳
細

を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
参
加
令
の
地
理
的
な
適
用
範
囲
は
、
フ
ラ
ン
ス
本
土
お
よ
び
海
外
諸
県
で
あ
る
が
、
一
九
六
八
年
五
月
三
〇
目

の
通
達
（
畠
8
巨
奉
）
に
よ
れ
ば
、
属
地
主
義
的
規
制
に
よ
り
、
外
国
会
社
に
よ
っ
て
フ
ラ
ソ
ス
国
内
で
設
立
さ
れ
た
企
業
ま
た
は
外
国

会
社
の
子
会
社
た
る
地
位
を
有
す
る
企
業
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
お
け
る
そ
の
活
動
が
完
全
な
営
業
活
動
で
あ
る
場
合
に
は
、
独
立
の
法

人
格
を
有
さ
な
い
営
業
所
も
し
く
は
代
表
者
を
介
し
、
ま
た
は
ま
っ
た
く
営
業
所
も
し
く
は
代
表
者
な
し
に
、
フ
ラ
ン
ス
本
土
ま
た
は
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

外
諸
県
で
行
な
っ
た
活
動
に
よ
っ
て
、
参
加
令
の
適
用
を
受
け
る
。
さ
ら
に
、
き
わ
め
て
技
術
的
な
理
由
か
ら
、
既
存
の
企
業
の
合
併

（
h
琶
8
8
邑
。
）
ま
た
は
分
割
合
併
（
｛
邑
書
冨
岳
色
。
）
の
結
果
生
じ
た
企
業
以
外
の
新
設
企
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
新
設
後
の
三
営
業

年
度
終
了
の
と
き
か
ら
、
参
加
令
が
適
用
さ
れ
る
（
令
一
五
条
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
か
く
し
て
、
参
加
令
は
、
一
八
六
八
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
が
（
令
一
五
条
）
、
本
参
加
令
の
適
用
を
受
け
る
企
業
は
、
フ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ン
ス
の
全
企
業
数
七
六
万
六
千
の
約
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
る
一
万
二
千
企
業
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
全
従
業
員
数
一
千
三
百
万
人
中
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

そ
の
お
よ
そ
二
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
る
三
五
〇
万
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
参
加
制
度
の
採
用
を
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
企
業
は
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
罰
金
強
制
（
器
冨
算
。
）
の
制
裁
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
（
令
二
二
条
）
。

（
1
）
　
∪
似
R
Φ
け
昌
。
＄
ー
謡
㎝
島
仁
曽
ヨ
巽
ω
お
①
O
論
釜
暮
一
霧
8
β
良
ユ
o
霧
α
．
8
口
凶
B
氏
o
昌
号
一
．
o
益
○
讃
轟
昌
8
昌
。
O
刈
ー
8
ω
α
q

　
一
8
刈
雲
図
g
貫
o
質
一
の
の
の
陰
σ
言
藷
ω
g
ω
8
堅
傍
墨
け
一
〇
墨
一
＄
博
。
苺
凶
＜
o
餅
冨
冨
吋
膏
首
畳
8
号
ω
ω
巴
四
濠
ω
帥
員
旨
菖
富

　
喝
き
ω
凶
8
α
8
・
旨
お
冥
一
ω
8
（
い
ρ
費
q
欲
く
ユ
巽
一
8
0
）
・

嵩
餌
o
律

ユ
〇
一
．
o
図
8



（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

　
］
≦
器
ユ
8
℃
o
藻
一
窪
P
ピ
四
廊
註
o
一
短
氏
o
昌
α
o
ω
ω
鎮
窪
猷
ω
窪
図
｛
讐
一
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本
参
加
令
公
布
の
日
に
、
す
で
に
労
働
者
の
利
益
参
加
を
協
定
に
も
と
づ
い
て
実
施
し
て
い
る
企
業
は
、
本
参
加
令
の
適
用
を
受
け
た
湯
合
よ

り
も
従
業
員
に
不
利
で
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
輔
月
一
日
ま
で
、
そ
の
協
定
に
定
め
る
参
加
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
る

例
外
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
（
令
五
条
二
項
）
、
現
在
で
は
、
も
は
や
か
か
る
例
外
は
認
め
ら
れ
な
い
。
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o
昌
霞
8
慧
器
お
O
◎
o
”
お
8
・
す
届
9
ち
な
み
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
会
社
数
を
示
し
て
お
く
と
、

一
九
六
四
年
現
在
、
合
名
会
社
一
五
、
六
七
六
社
、
合
資
会
社
一
、
五
三
九
社
、
有
限
会
社
一
一
七
、
七
五
六
社
、
株
式
合
資
会
社
一
七
六
社
、

株
式
会
社
六
六
、
九
六
八
社
で
あ
る
（
ρ
＜
鼠
一
一
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ヨ
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①
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＄
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。
●
ア
ル
ゴ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
〇
年
現
在
、

三
〇
〇
万
人
が
本
参
加
令
の
適
用
を
受
け
、
一
、
O
O
O
万
人
が
そ
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
Q
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契
約
的
制
度
と
し
て
の
従
業
員
参
加

　
参
加
令
の
第
二
の
特
色
は
、
従
業
員
参
加
が
義
務
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
企
業
の
独
自
性
を
考
慮
し
、
そ
こ
に
働
く
従
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

員
の
意
思
を
専
重
す
る
た
め
に
、
使
用
者
と
従
業
員
と
の
間
に
交
渉
（
激
讐
。
翼
凶
3
）
の
余
地
を
大
幅
に
残
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
「
労
使
協
働
」
思
想
を
、
参
加
の
社
会
、
す
な
わ
ち
協
調
経
済
体
制
（
脅
8
。
且
。
8
昌
8
辞
似
）
と
い
う
契
約
観
念
を
中
心
と
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し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
い
て
、
適
合
的
に
位
置
づ
け
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
参
加
」
は
義
務
的
制

　
　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
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の
法
的
構
成
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度
と
し
て
法
的
根
拠
を
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
態
様
な
い
し
方
式
に
つ
い
て
は
、
契
約
的
に
適
用
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
と
い
う
点
で
注
目

さ
れ
る
Q

　
す
な
わ
ち
、
従
業
員
の
参
加
方
式
に
は
、
労
働
協
約
方
式
、
労
使
交
渉
方
式
お
よ
び
企
業
委
員
会
決
定
方
式
の
三
種
が
予
定
さ
れ
て
い

る
（
令
一
〇
条
）
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
外
の
方
式
も
、
協
定
（
8
8
益
）
に
よ
り
、
自
由
に
選
択
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
財
政
経

済
大
臣
の
認
可
を
要
す
る
（
令
五
条
一
項
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
締
結
さ
れ
る
協
定
の
内
容
は
、
大
別
し
て
、
第
一
に
、
従
業
員
に
対
し

て
付
与
さ
れ
る
権
利
の
種
類
（
株
式
、
債
権
お
よ
び
投
資
証
券
、
令
四
条
、
施
行
令
七
条
）
、
第
二
に
、
投
資
共
同
資
金
の
運
用
規
則
（
施

行
令
一
一
条
皿
二
項
）
、
第
三
に
、
従
業
員
に
対
す
る
企
業
の
経
営
内
容
に
関
す
る
情
報
開
示
（
施
行
令
二
四
条
以
下
）
な
ど
の
諸
点
で

あ
る
。
な
お
、
か
か
る
参
加
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
税
法
上
の
優
遇
措
置
も
、
租
税
契
約
（
8
昌
霞
緯
駿
8
一
）
と
よ
ば
れ
る
国
と
私
人
と

の
契
約
関
係
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。

　
か
く
し
て
、
参
加
令
が
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
政
策
立
法
で
あ
る
と
す
る
観
点
か
ら
は
、
こ
の
参
加
制
度
の
強
制
的
・
画
一
的
な
実
施

が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
他
方
、
本
参
加
令
が
労
働
法
的
側
面
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
画
一
的
な
強
行
を
避
け

ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
参
加
社
会
と
い
う
契
約
的
社
会
の
構
想
に
組
み
込
む
必
要
か
ら
も
、
参
加
令
の
運
用
面
で
の
自
由
を
確
保
す
る
た
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3
）

め
の
配
慮
が
、
こ
の
制
度
を
一
面
で
は
契
約
的
制
度
と
し
て
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
）
　
本
参
加
令
に
関
し
て
提
出
さ
れ
た
「
大
統
領
に
対
す
る
報
告
書
」
（
匹
営
9
8
・
9
f
層
器
ε
U
5
ぴ
話
8
ρ
o
マ
9
f
マ
8
）
Q

（
2
）
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
経
済
に
対
す
る
国
の
介
入
恭
、
同
意
と
い
う
契
約
観
念
を
媒
介
と
す
る
非
権
力
的
介
入
で
あ
る
点
に
つ
ぎ
、
奥
島
「
フ
ラ

　
　
ン
ス
経
済
法
理
論
の
展
開
」
早
稲
田
法
学
四
六
巻
一
号
（
昭
四
六
）
　
一
九
〇
頁
参
照
。



（
3
）
　
参
加
令
の
契
約
制
度
的
側
面
を
意
織
的
に
取
り
上
げ
る
も
の
と
し
て
、

　
　
覧
帥
蕊
α
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ひ
鳴
茜
昌
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血
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窪
實
ε
泣
ω
ρ
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8
8
℃
や
ま
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ミ
●
を
参
照
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た
と
え
ば
、
鼠
彊
ρ
ユ
8
Ω
β
信
9
》
℃
巽
氏
0
6
碑
δ
昌
α
窃
器
ξ
ユ
診
9

3

利
益
参
加
制
度
と
し
て
の
従
業
員
参
加

　
第
三
に
、
本
参
加
令
は
、
な
に
ょ
り
も
利
益
参
加
制
度
で
あ
っ
て
経
営
参
加
制
度
で
は
な
い
が
、
そ
の
社
会
政
策
的
側
面
が
注
目
さ
れ

（
1
）る

。
す
な
わ
ち
、
従
業
員
の
貯
蓄
を
促
進
す
る
た
め
と
そ
の
立
法
理
由
を
銘
う
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
の
参
加
制
度
に
対
す
る
税
法
上
の
特

典
は
、
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
本
来
、
税
金
と
し
て
国
家
に
帰
属
す
べ
き
利
益
の
一
部
を
、
あ
ら
か
じ
め
国
が
従
業
員
に
対
し
て
所
得

再
分
配
の
た
め
の
省
略
さ
れ
た
手
続
と
し
て
配
分
す
る
と
い
う
側
面
が
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
参
加
制
度
が
税

法
的
規
定
を
介
し
て
社
会
政
策
的
側
面
を
濃
厚
に
有
し
て
い
る
点
を
否
定
で
き
な
い
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
労
働
者
の
企
業
参
加
（
冨
三
暑
豊
窪
）
に
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
実
質
的
に
大
き
な
分
け
前
に
与
る
た
め
の
利
益

参
加
の
側
面
（
ぎ
§
。
馨
馨
旨
）
と
、
そ
の
分
け
前
に
与
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
経
営
参
加
の
側
面
（
狭
義
の
短
三
§
畳
8
）

　
　
　
（
2
）

と
が
存
す
る
。
し
か
し
、
本
参
加
令
の
も
と
で
の
従
業
員
の
利
益
参
加
は
、
従
業
員
の
賃
金
の
二
・
五
な
い
し
三
パ
ー
セ
ソ
ト
と
見
積
ら
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3
）

れ
、
そ
の
低
額
さ
の
ゆ
え
に
実
際
に
は
従
業
員
の
関
心
を
ひ
く
ま
で
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
経
営
参
加
の
側
面
で
も
、
企
業
委
員

会
で
す
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
諮
問
権
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
現
状
か
ら
、
本
参
加
令
の
立
法
者
は
、
自
ら
、
こ
の
参
加
制
度
は
、
企

業
主
の
指
揮
権
（
霊
§
ま
畠
冨
量
。
＆
。
昌
）
を
な
ん
ら
弱
め
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
労
使
関
係
の
確
立
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
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1
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三
）
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（
4
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る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
参
加
制
度
は
、
労
働
者
の
側
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
資

本
家
の
側
か
ら
も
さ
し
て
歓
迎
さ
れ
て
い
る
様
子
が
な
い
の
は
、
こ
の
制
度
が
効
果
を
発
揮
す
る
の
は
事
実
上
生
産
性
の
高
い
先
端
企
業

の
み
で
あ
っ
て
、
限
界
線
上
の
企
業
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
投
資
活
動
を
不
活
発
に
し
、
企
業
間
格
差
を
増
大
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
の
予
測

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
者
に
と
っ
て
も
、
そ
の
参
加
利
益
が
、
後
払
給
与
（
の
壁
冨
ω
島
験
猷
ω
）
の
性
格
を
も
ち
、
し
か

も
そ
れ
が
企
業
の
支
出
増
を
と
も
な
う
こ
と
な
く
、
国
民
の
負
担
（
直
接
に
は
国
庫
の
負
担
）
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
点
で
批
判
さ
れ

（
6
）る

。
総
じ
て
、
利
益
参
加
制
度
は
、
従
業
員
に
対
し
て
、
企
業
支
配
に
到
達
す
る
路
を
開
く
こ
と
な
く
、
企
業
利
益
に
参
加
し
う
る
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
幻
想
の
み
を
創
り
だ
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
立
法
者
自
身
、
本
参
加
令
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
は
新
し
い
段
階
（
鰹
巷
。
き
瑳
亀
Φ
）
に
突
入
す
る
と
い
い
な
が
ら
、

か
か
る
社
会
改
革
（
姦
。
§
。
ω
8
芭
。
）
は
、
市
場
と
経
済
の
進
歩
と
の
調
和
と
り
わ
け
企
業
の
投
資
能
力
の
強
化
を
強
調
し
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
か
ら
も
理
解
し
う
る
よ
う
に
、
経
済
政
策
的
意
義
が
第
一
次
的
な
目
的
で
あ
り
、
社
会
政
策
的
意
義
で
あ
る
従
業
員
の
貯
蓄
増
進
は
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

二
次
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
場
合
で
も
、
労
資
協
調
路
線
の
心
理
的
な
担
保
が
狙
い
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
1
）
　
参
加
の
一
つ
の
方
式
で
あ
る
従
業
員
持
株
制
度
炉
、
社
会
政
策
的
意
義
を
も
つ
点
に
つ
き
、
河
本
他
・
前
掲
書
七
頁
参
照
。

　
（
2
）
≧
鵬
。
P
β
簿
‘
な
●

　
（
3
）
　
》
蒔
o
P
o
サ
o
登
｝
》
伶
従
業
員
が
関
心
を
も
つ
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
賃
金
の
五
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
る
利
益
の
分
配
が
必
要
で
あ
り
、

　
　
　
一
〇
な
い
し
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
な
ら
有
効
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
（
》
一
ひ
q
o
P
ま
錠
◎
）
o

　
（
4
）
　
大
統
領
に
対
す
る
報
告
書
（
切
一
ぽ
9
0
や
9
f
や
8
岱
U
“
ぼ
o
q
o
ρ
o
や
o
一
f
マ
ま
）
o

　
（
5
）
9
旨
震
o
P
o
質
簿
‘
宰
＆
●



（
6
）
9
暮
霞
o
P
o
マ
。
F
℃
●
ミ
●

（
7
）
9
二
R
o
P
§
9

（
8
）
　
大
統
領
に
対
す
る
報
告
書
（
匹
ぎ
9
0
や
9
f
サ
8
0
0
W
U
q
ぼ
窪
o
ρ
o
サ
o
一
8
℃
や
謡
1
8
）
。

（
9
）
　
本
参
加
令
の
目
的
は
、
経
済
的
目
的
と
、
労
使
の
対
立
を
解
消
す
る
た
め
の
社
会
的
目
的
の
二
つ
で
あ
る
あ
る
こ
と
を
明
確
に
述
ぺ
る
も
の
と

　
　
し
て
、
U
一
9
ご
昌
轟
一
お
づ
角
旨
餌
p
窪
π
U
8
響
ユ
窃
》
中
巴
お
ρ
お
く
ρ
サ
①
目
9
参
照
Q

4

自
己
金
融
制
度
と
し
て
の
従
業
員
参
加

　
さ
ら
に
、
第
四
と
し
て
、
参
加
制
度
が
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
計
画
達
成
の
た
め
の
長
期
資
金
調
達
の
手
段
た
る
側
面
を
も
つ
点
が
重
要
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
参
加
制
度
が
、
企
業
の
自
己
金
融
（
き
8
評
き
8
壽
暮
）
の
方
法
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
政
策
の
一
環
に
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
立
法
者
の
明
言
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
経
済
成
長
を
企
業
の
投
資
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
す

る
た
め
に
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
点
に
最
大
の
特
色
が
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
従
業
員
の
利
益
参
加
が
、
自
社
の
株
式
ま
た
は
社
債
の
交
付
方
式
を
採
る
場
合
に
（
令
四
条
一
項
一
号
、
二
号
）
企
業

の
自
己
金
融
た
る
側
面
が
典
型
的
に
現
わ
れ
、
た
ん
な
る
債
権
付
与
方
式
ま
た
は
市
場
投
資
方
式
に
よ
る
場
合
は
（
令
四
条
一
項
二
号
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

三
号
）
、
フ
ラ
ン
ス
経
済
全
体
に
対
す
る
一
種
の
自
己
金
融
と
な
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
従
業
員
の
取
得
し
た
各
種
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

利
が
五
年
間
封
鎖
な
い
し
凍
結
さ
れ
て
そ
の
流
通
を
禁
止
さ
れ
（
令
六
条
）
、
労
使
間
で
参
加
協
定
が
不
成
立
の
場
合
に
は
、
八
年
問
も

の
長
期
間
封
鎖
さ
れ
る
こ
と
か
ら
（
令
一
一
条
）
、
こ
の
参
加
制
度
は
、
長
期
的
に
安
定
し
た
自
己
金
融
制
度
と
し
て
の
法
的
保
障
を
与

　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
（
二
五
）



　
　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
（
二
六
）

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
参
加
令
の
法
的
構
成
の
中
核
を
占
め
る
も
の
は
、
労
働
者
参
加
特
別
準
備
金
（
鼠
の
R
ぎ

ω
審
。
芭
。
号
冨
岳
書
緯
一
8
号
の
霞
零
艶
一
霊
邑
お
よ
び
投
資
引
当
金
（
冥
。
〈
芭
8
を
員
ぼ
奉
駐
ω
紹
ヨ
窪
邑
と
い
う
企
業
会
計
技
術
（
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

二
条
、
八
条
参
照
）
、
な
ら
び
に
、
そ
れ
に
対
す
る
税
法
上
の
特
典
と
い
う
租
税
政
策
な
の
で
あ
る
（
令
七
条
、
八
条
参
照
）
。

　
か
く
し
て
、
本
参
加
令
の
も
っ
と
も
主
要
な
目
的
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
個
別
企
業
レ
ベ
ル
で
の
自
己
金
融
に
よ
る
投
資
能
力
を
高
め
、
さ

ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
経
済
レ
ベ
ル
に
お
け
る
経
済
構
造
の
改
善
を
も
目
指
す
、
財
政
・
経
済
の
多
角
的
な
政
策
意
図
を
担
う
も
の
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（（21））

（
3
）

（
4
）

（
5
）

　
大
統
領
に
対
す
る
報
告
書
（
国
ぎ
9
0
や
o
一
f
P
旨
曾
U
自
ぼ
窪
0
9
8
。
9
f
℃
や
8
00
ー
ト
o
漣
）
。

　
一
九
七
〇
年
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
の
企
業
の
自
己
金
融
率
は
七
〇
。
ハ
ー
セ
ン
ト
は
す
ぎ
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
企
業
の
九
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
較
べ
て
、

そ
の
比
率
の
低
さ
が
、
国
際
競
争
力
を
低
下
さ
せ
る
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
参
加
令
制
定
の
主
要
な
動
機
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
参
加
令
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
資
本
市
場
へ
の
テ
コ
入
れ
に
よ
る
外
資
と
の
競
争
に
有
利
な
条
件
を
整
備
す
る
こ
と

を
目
的
に
し
、
株
式
の
分
散
こ
そ
経
済
発
展
の
カ
ギ
で
あ
る
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
に
学
ぼ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
え
評
す
る
者
も
い

る
（
》
一
鵬
O
P
O
ラ
9
詳
》
諮
曳
9
ω
。
。
）
Q

　
こ
の
原
則
に
対
し
て
は
、
従
業
員
の
婚
姻
、
解
雇
、
退
職
、
廃
疾
お
よ
び
死
亡
の
場
合
の
例
外
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
施
行
令
一
六
条
）
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
、
次
節
で
行
な
う
。

　
自
己
金
融
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
田
平
紀
男
「
『
自
己
金
融
』
の
法
的
考
察
i
西
ド
イ
ッ
新
株
式
法
に
お
け
る
規
制
を
中
心
と
し
て
ー
」

立
命
館
法
学
八
五
号
（
一
九
六
九
）
二
三
七
頁
以
下
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
　
完
）



〔
資
料
1
〕

参
加
令

企
業
成
長
の
成
果
に
対
す
る
従
業
員
の
参
加
に
関
す
る

　
　
　
一
九
六
七
年
八
月
一
七
目
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
第
六
七
～
六
九
三
号
（
試
訳
）

第
一
章
　
従
業
員
一
〇
〇
人
を
こ
え
る
企
業
に
お
け
る
成
長
の
成
果
に
対
す
る
義
務
的
労
働
者
参
加
制
度

第
一
条
〔
義
務
的
参
加
制
度
の
原
則
〕
　
一
〇
〇
人
を
こ
え
る
従
業
員
を
常
時
使
用
す
る
企
業
は
、
そ
の
事
業
活
動
の
種
類
お
よ
び
そ
の
法
律
上
の
形
態
の

　
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
企
業
成
長
の
成
果
に
参
加
す
る
従
業
員
の
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
本
章
に
定
め
る
各
種
の
義
務
を
負
う
。

第
二
条
〔
労
働
者
参
加
特
別
準
備
金
〕
　
①
　
第
一
条
に
定
め
る
企
業
に
お
い
て
、
労
働
者
参
加
特
別
準
備
金
は
、
次
の
よ
う
に
こ
れ
を
設
定
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

②
　
特
別
準
備
金
と
し
て
計
上
さ
る
べ
き
金
額
は
、
フ
ラ
ソ
ス
本
土
お
よ
び
海
外
諸
県
で
獲
得
し
た
利
益
に
も
と
づ
い
て
、
営
業
年
度
の
計
算
終
了
後
に
こ

　
れ
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
利
益
は
、
普
通
法
上
の
税
率
を
課
せ
ら
れ
る
法
人
税
ま
た
は
自
然
人
の
所
得
税
を
控
除
し
た
後
の
額
と
す
る
。

　
こ
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
自
然
人
の
所
得
税
の
適
用
あ
る
企
業
に
対
し
、
参
事
院
の
デ
ク
レ
が
定
め
る
条
件
に
し
た
が
っ
て
決
定
さ
れ
る
課
税
額
に
相

　
当
す
る
額
を
減
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
一
九
六
八
年
コ
［
月
二
七
目
法
律
第
六
八
ー
一
一
七
二
号
第
六
二
条
に
よ
り
追
加
）
こ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ

　
た
純
利
益
に
対
し
て
は
、
第
八
条
に
定
め
る
投
資
引
当
金
の
金
額
を
加
え
る
。
こ
の
引
当
金
が
一
定
の
営
業
年
度
の
課
税
可
能
利
益
に
計
上
さ
れ
て
い

　
　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
（
二
七
）



　
　
　
　
資
　
　

料
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
（
二
八
）

　
る
と
き
に
は
、
そ
の
金
額
は
、
参
加
準
備
金
の
算
定
の
た
め
に
、
当
該
営
業
年
度
に
つ
い
て
留
保
す
べ
き
純
利
益
か
ら
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
企
業
の
自
己
資
本
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
、
前
項
に
定
め
る
純
利
益
を
基
礎
と
し
、
そ
の
一
〇
〇
分
の
五
を
控
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
労
働
老
参
加
特
別
準
備
金
は
、
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
計
算
の
結
果
に
、
企
業
の
付
加
価
値
に
対
す
る
給
与
の
割

　
合
を
乗
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
数
額
の
二
分
の
一
に
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
　
参
事
院
は
、
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
、
本
条
に
定
め
る
諸
項
目
の
定
義
、
と
く
に
、
計
算
方
法
、
概
算
に
よ
る
場
合
に
は
そ
の
計
算
方
法
、
自
然
人
の
所
得

　
税
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
控
除
方
法
、
な
ら
び
に
、
第
一
条
を
適
用
す
る
た
め
の
企
業
の
従
業
員
の
実
数
を
算
定
す
る
方
法
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。
こ
の
デ
ク
レ
は
、
本
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
が
親
会
社
お
よ
び
子
会
社
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
条
件
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
の
二
〔
個
人
企
業
の
利
益
計
算
方
法
〕
　
（
一
九
六
八
年
一
二
月
二
七
目
法
律
第
六
八
ー
コ
七
二
号
第
六
二
条
に
よ
る
追
加
）
自
然
人
の
所
得
税

　
が
適
用
さ
れ
る
企
業
に
お
い
て
は
、
留
保
す
べ
き
利
益
は
、
自
然
人
の
所
得
税
に
相
当
す
る
額
の
税
の
控
除
前
に
、
次
の
額
が
控
除
さ
れ
た
営
業
年
度

　
の
課
税
可
能
利
益
に
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
③
　
企
業
主
の
報
酬
が
普
通
法
上
の
課
税
対
象
に
つ
き
経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
企
業
主
の
労
働
に
対
す
る
通
常
の
報
酬
。

　
㈲
　
他
の
種
類
の
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
経
過
し
た
営
業
年
度
に
属
す
る
参
加
の
計
算
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
過
去
五
年
問
に
計
上

　
　
さ
れ
た
累
積
損
。

第
三
条
〔
従
業
員
に
対
す
る
配
分
方
法
〕
①
従
業
員
間
に
お
け
る
配
分
は
、
デ
ク
レ
が
定
め
る
最
高
限
の
範
囲
内
で
、
受
領
し
た
給
与
に
比
例
し
て
算

　
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

②
営
業
年
度
中
に
、
少
な
く
と
も
三
ヵ
月
間
企
業
に
勤
続
す
る
従
業
員
の
み
が
、
配
分
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
（
一
九
六
八
年
一
二
月
二
七
日
法
律
第
六
八
－
二
七
二
号
第
六
二
条
に
ょ
り
追
加
）
本
条
に
定
め
る
規
定
に
ょ
り
配
分
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た

　
金
額
は
、
次
年
度
以
降
の
営
業
年
度
に
配
分
す
る
た
め
に
、
労
働
者
参
加
特
別
準
備
金
と
し
て
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
金
額
に
つ
い
て
は
、



　
そ
れ
が
配
分
さ
れ
る
当
該
営
業
年
度
に
つ
い
て
の
み
、
第
七
条
お
よ
び
第
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
〔
利
益
参
加
の
実
施
方
式
〕
　
①
第
二
条
に
定
め
る
金
額
に
対
し
て
従
業
員
に
認
め
ら
れ
た
権
利
の
管
理
の
種
類
お
よ
び
方
法
は
、
第
一
〇
条
に
定

　
め
る
条
件
に
し
た
が
っ
て
、
関
係
当
事
者
間
の
協
定
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
こ
の
協
定
に
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ω
　
当
該
企
業
の
株
式
ま
た
は
小
割
株
式
の
交
付
。
こ
の
株
式
ま
た
は
小
割
株
式
は
、
準
備
金
の
資
本
組
入
、
ま
た
は
、
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日

　
　
　
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
六
七
ー
六
九
五
号
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
商
事
会
社
に
関
す
る
一
九
六
六
年
七
月
二
四
日
法
律
第
六
六
ー
五
三
七
号
第
一
二

　
　
　
七
－
一
条
に
定
め
る
条
件
に
し
た
が
っ
て
企
業
が
あ
ら
か
じ
め
行
な
っ
た
自
己
株
式
の
買
入
に
も
と
づ
い
て
交
付
す
る
。

　
　
②
当
該
企
業
が
投
資
に
当
て
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
引
当
金
と
し
て
第
二
条
に
定
め
る
特
別
準
備
金
を
構
成
す
る
金
額
の
計
上
。
従
業
員
は
、
企
業

　
　
　
に
対
し
、
引
当
金
に
充
当
す
る
金
額
に
等
し
い
額
の
債
権
を
取
得
す
る
。
こ
の
債
権
は
、
と
く
に
、
社
債
、
参
加
社
債
ま
た
は
封
鎖
さ
れ
た
預
託

　
　
　
口
座
の
形
態
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
③
デ
ク
レ
が
指
定
す
る
企
業
外
部
の
投
資
機
関
に
対
す
る
振
込
、
ま
た
は
、
貯
蓄
計
画
に
関
す
る
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
六

　
　
　
七
－
六
九
四
号
に
定
め
る
条
件
を
満
た
す
企
業
の
貯
蓄
計
画
の
適
用
に
よ
り
関
係
当
事
者
の
名
に
お
い
て
開
設
し
た
口
座
に
対
す
る
振
込
。

②
前
項
第
三
号
の
一
九
六
七
年
八
月
一
七
目
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
定
め
る
税
法
上
の
特
典
を
受
け
る
企
業
の
貯
蓄
計
画
に
加
入
す
る
従
業
員
は
、
企
業
成

　
長
の
成
果
に
対
す
る
参
加
と
し
て
企
業
か
ら
従
業
員
に
給
付
す
る
金
額
が
こ
の
計
画
の
実
現
の
た
め
に
充
当
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に

　
は
、
そ
の
金
額
を
企
業
に
提
供
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
計
画
は
、
こ
の
場
合
、
こ
の
よ
う
に
し
て
積
立
ら
れ
た
金
額
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
、
か

　
つ
、
企
業
か
ら
の
補
助
金
と
し
て
の
振
込
お
よ
び
従
業
員
の
任
意
の
振
込
が
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
に
よ
り
計
画
に
定
め
る
方
式
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
を

　
促
進
す
る
。

③
（
一
九
六
八
年
一
二
月
二
七
日
法
律
第
六
八
ー
コ
七
二
号
第
六
二
条
に
よ
り
追
加
）
企
業
は
、
従
業
員
に
対
し
て
給
付
す
べ
き
金
額
が
一
人
当
り
二

　
〇
フ
ラ
ン
に
達
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
こ
の
者
に
対
し
直
接
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
（
二
九
）



　
　
　
　
資
　
　

料
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇
（
三
〇
）

第
五
条
〔
協
定
に
よ
る
利
益
参
加
方
式
〕
①
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
〇
条
に
定
め
る
条
件
に
し
た
が
っ
て
締
結
さ
れ
た
協
定
は
、
第
二
条
、

　
第
三
条
お
よ
び
第
四
条
に
定
め
る
場
合
と
は
異
な
る
計
算
の
基
礎
お
よ
び
方
式
を
有
す
る
参
加
制
度
を
設
け
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
協
定

　
は
、
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
定
め
る
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
業
員
に
対
し
て
少
な
く
と
も
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
定
め
る
場
合
と
同
程
度
の
利

　
益
を
有
し
か
つ
第
一
六
条
に
定
め
る
手
続
に
し
た
が
っ
て
認
可
さ
れ
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
こ
れ
を
有
効
と
し
か
つ
前
掲
条
文
に
定
め
る
規
定
の
適
用
を

　
免
除
す
惹
。

②
　
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
公
布
の
日
に
、
従
業
員
と
の
協
定
に
も
と
づ
い
て
企
業
成
長
の
成
果
に
対
す
る
労
働
者
参
加
制
度
を
す
で
に
実
施
し
て
い
る
企
業

　
は
、
当
該
制
度
が
従
業
員
に
と
っ
て
少
な
く
と
も
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
定
め
る
利
益
に
等
し
い
利
益
を
有
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
協
定
の
期
限
ま

　
で
か
つ
遅
く
と
も
一
九
七
〇
年
一
月
一
日
ま
で
、
当
該
制
度
を
引
き
続
き
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
期
限
到
来
後
ま
た
は
一
九
七
〇
年
一
月
一
日
以

　
降
は
、
当
該
企
業
に
対
し
て
は
、
本
章
の
第
二
条
以
下
の
諸
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
企
業
が
本
条
第
一
項
に
定
め
る
条
件
を
満
た
す
協
定

　
を
締
結
す
る
と
き
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。

③
　
（
一
九
六
八
年
一
二
月
二
七
日
法
律
第
六
八
ー
一
一
七
二
号
第
六
二
条
に
よ
り
追
加
）
会
社
集
団
内
で
協
定
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
は
、
従
業
員
に

　
対
し
て
そ
の
参
加
が
同
意
さ
れ
た
利
益
は
、
個
別
企
業
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
集
団
全
体
に
つ
い
て
平
等
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

④
前
三
項
の
協
定
が
認
可
さ
れ
た
場
合
は
、
第
七
条
お
よ
び
第
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
六
条
〔
従
業
員
の
権
利
の
流
通
性
〕
①
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
諸
規
定
に
よ
り
従
業
員
の
利
益
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
権
利
は
、
こ
の
権
利
の
発
生
の

　
と
き
か
ら
五
年
間
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
の
み
流
通
し
ま
た
は
支
払
を
請
求
し
う
る
も
の
と
な
る
。

②
　
こ
の
権
利
を
前
項
の
期
間
満
了
前
に
例
外
的
に
清
算
し
ま
た
は
移
転
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
参
事
院
の
デ
ク
レ
で
こ
れ
を

　
定
め
る
。

第
七
条
〔
税
法
上
の
特
典
〕
1
①
営
業
年
度
中
に
参
加
特
別
準
備
金
と
し
て
計
上
さ
れ
た
金
額
は
、
当
該
営
業
年
度
に
つ
い
て
課
さ
れ
る
法
人
税
ま



　
た
ば
自
然
人
の
所
得
税
の
基
礎
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
前
項
の
金
額
は
、
租
税
法
典
第
二
三
一
条
に
定
め
る
概
算
払
の
適
用
が
な
く
、
か
つ
、
労
働
法
お
よ
び
社
会
保
障
法
の
適
用
が
な
い
。

五
①
参
加
名
義
で
従
業
員
に
給
付
さ
れ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
自
然
人
の
所
得
税
を
課
さ
な
い
。

②
　
（
一
九
六
八
年
一
二
月
二
七
日
法
律
第
六
八
ー
一
一
七
二
号
第
六
二
条
に
ょ
り
追
加
）
参
加
名
義
で
従
業
員
に
給
付
さ
れ
る
金
額
か
ら
生
ず
る
収
益
に

　
つ
い
て
は
、
そ
の
収
益
を
こ
の
金
額
と
同
一
の
目
的
に
充
当
す
る
と
き
は
、
所
得
税
を
免
除
す
る
。
こ
の
収
益
は
、
従
業
員
に
給
付
さ
れ
る
金
額
と
同

　
じ
く
処
分
で
き
ず
、
か
つ
、
最
終
的
に
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
処
分
不
可
能
期
問
の
満
了
時
に
お
い
て
の
み
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
〔
投
資
引
当
金
〕
①
企
業
は
、
各
営
業
年
度
の
終
了
時
に
、
同
営
業
年
度
中
の
参
加
特
別
準
備
金
と
し
て
計
上
し
た
金
額
と
同
額
の
投
資
引
当

　
金
を
積
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
引
当
金
に
つ
い
て
は
課
税
を
免
除
す
る
。

②
（
一
九
六
八
年
一
二
月
二
七
日
法
律
第
六
八
ー
二
七
二
号
第
六
二
条
に
よ
り
追
加
）
会
社
集
団
内
で
協
定
が
締
結
さ
れ
た
後
に
、
参
加
共
同
準
備
金

　
を
解
除
す
る
に
い
た
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
投
資
引
当
金
は
、
共
同
参
加
に
対
す
る
実
際
の
分
担
額
の
範
囲
内
で
、
関
係
各
会
社
に
お
い
て
別
個
に

　
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
各
会
社
は
、
協
定
に
認
可
を
与
え
る
財
政
経
済
大
臣
の
承
認
に
も
と
づ
い
て
、
当
該
会
社
集
団
中
の
一

　
社
ま
た
は
数
社
に
、
そ
の
権
利
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

第
九
条
〔
公
企
業
お
よ
び
国
有
会
社
の
特
則
〕
①
本
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
の
諸
規
定
を
適
用
す
る
公
企
業
お
よ
び
国
有
会
社
に
つ
い
て
は
、
参
事
院
の
デ
ク

　
レ
に
よ
っ
て
こ
れ
を
決
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
を
当
該
企
業
ま
た
は
会
社
に
適
用
す
る
条
件
に
つ
い
て
は
、
参
事
院
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
こ
れ
を

　
定
め
る
。
当
該
企
業
ま
た
は
当
該
会
社
の
従
業
員
に
対
し
て
、
第
一
〇
条
に
定
め
る
協
定
に
よ
り
、
そ
の
資
本
に
つ
い
て
の
所
有
権
を
与
え
る
こ
と
は

　
で
ぎ
な
い
。

②
本
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
に
定
め
る
規
定
を
前
項
の
会
社
に
適
用
す
る
た
め
に
、
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
規
定
ま
た
は
生
産
労
働
者
協
同
組
合
を
規
制
す
る
規

　
定
に
調
整
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
参
事
院
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

　
　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
（
三
一
）



　
　
　
　
資
　
　

料
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
（
三
二
）

第
旧
O
条
〔
協
定
の
締
結
方
式
〕
第
四
条
に
定
め
る
協
定
は
、
次
の
方
式
で
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ー
労
働
協
約
の
内
容
と
し
て
。

　
1
企
業
主
と
、
労
働
法
典
第
一
巻
第
二
章
第
三
一
条
以
下
に
い
う
事
業
部
門
に
お
け
る
も
っ
と
も
代
表
的
経
織
に
加
盟
す
る
組
合
の
代
表
者
と
の
間

　
に
お
い
て
。
こ
の
代
表
者
は
、
か
な
ら
ず
企
業
の
従
業
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
1
企
業
委
員
会
に
お
い
て
。

第
二
条
〔
協
定
不
成
立
の
場
合
〕
　
①
従
業
員
の
権
利
が
発
生
す
る
当
該
営
業
年
度
の
終
了
後
一
年
内
に
、
関
係
当
事
者
が
第
四
条
に
定
め
る
協
定
に

　
署
名
し
な
い
場
合
に
は
、
労
働
監
督
官
は
こ
の
状
態
を
確
認
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
（
第
二
号
）
の
規
定
を
法
律

　
上
当
然
に
適
用
す
る
。

②
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
従
業
員
に
対
し
て
給
付
さ
れ
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の
適
用
に
つ
き
デ
ク
レ
が
定
め
る
場
合
を
除
き
、
預
託
口
座

　
に
振
込
み
、
八
年
間
封
鎖
す
る
。
そ
の
金
額
に
対
し
て
は
、
デ
ク
レ
に
定
め
る
率
の
利
息
を
付
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
金
銭
を
保
管
す
る
た
め

　
の
別
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
参
事
院
の
デ
ク
レ
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

③
　
本
条
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
八
条
に
定
め
る
引
当
金
は
、
参
加
特
別
準
備
金
と
し
て
計
上
さ
れ
た
金
額
の
二
分
の
一
に
等
し
い
額
を
こ
え
る
こ
と

　
が
で
き
な
い
Q

第
閣
二
条
〔
訴
訟
手
続
〕
①
純
利
益
の
額
お
よ
び
企
業
の
自
己
資
本
の
額
は
、
税
務
調
査
官
の
証
明
書
に
よ
っ
て
こ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
額
は
、
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
適
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
争
訟
の
場
合
に
は
、
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

②
第
二
条
第
四
項
に
定
め
る
給
与
の
額
お
よ
び
付
加
価
値
の
算
定
に
関
す
る
係
訟
は
、
第
一
〇
条
の
協
定
に
定
め
る
手
続
に
よ
っ
て
処
理
す
る
。
協
定

　
が
存
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
係
訟
は
、
直
接
税
に
関
す
る
裁
判
管
轄
に
よ
る
。
第
一
〇
条
に
定
め
る
協
定
が
結
ば
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
協
定

　
の
署
名
者
の
み
が
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



③
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
適
用
に
関
す
る
他
の
す
べ
て
の
争
訟
は
、
司
法
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

第
＝
二
条
〔
罰
金
強
制
手
続
〕
①
本
章
の
適
用
の
結
果
負
担
し
た
義
務
を
履
行
し
な
い
第
一
条
の
企
業
に
対
し
て
は
、
民
事
裁
判
に
よ
っ
て
罰
金
強
制

　
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q

②
　
当
該
企
業
の
従
業
員
お
よ
び
当
該
企
業
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
検
察
官
の
み
ボ
当
事
者
適
格
を
有
す
る
。

③
罰
金
強
制
は
、
威
嚇
的
性
格
を
も
ち
、
か
つ
、
企
業
が
そ
の
義
務
を
履
行
し
た
後
に
裁
判
官
が
そ
の
額
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
、

　
そ
の
額
を
算
定
す
る
に
際
し
て
、
現
実
に
生
じ
た
損
害
お
よ
び
企
業
が
行
な
っ
た
抵
抗
を
と
く
に
参
酌
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

第
二
章
第
一
章
の
義
務
を
負
わ
な
い
企
業
に
対
す
る
参
加
制
度

第
一
四
条
〔
任
意
的
参
加
制
度
〕
①
第
一
章
の
諸
規
定
に
よ
り
企
業
成
長
の
成
果
に
対
す
る
労
働
者
参
加
制
度
の
適
用
を
受
け
な
い
企
業
は
、

　
条
に
定
め
る
条
件
に
し
た
が
っ
て
締
結
さ
れ
た
協
定
に
よ
っ
て
、
任
意
に
第
一
章
の
諸
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
前
項
の
場
合
に
は
、
当
該
企
業
は
、
第
七
条
お
よ
び
第
八
条
に
定
め
る
税
法
上
の
特
典
を
受
け
る
。

第
一
〇

第
三
章
　
最
終
規
定

第
一
五
条
〔
施
行
日
お
よ
び
新
設
企
業
の
特
則
〕
　
本
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
諸
規
定
は
、
一
九
六
八
年
一
月
一
目
以
降
開
始
す
る
営
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
既
存
の
企
業
の
合
併
ま
た
は
分
割
合
併
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
企
業
以
外
の
新
設
企
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
新
設
後
三
営
業
年
度

　
終
了
の
と
き
か
ら
こ
れ
を
適
用
す
る
。

　
　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
（
三
三
）



　
　
　
　
資
　
　

料
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
（
三
四
）

第
＝
ハ
条
〔
協
定
の
認
可
〕
第
五
条
の
協
定
は
、
所
得
物
価
調
査
セ
ソ
タ
ー
の
拘
束
的
答
申
に
も
と
づ
ぎ
、
財
政
経
済
大
臣
お
よ
び
社
会
事
業
大
臣
の
合

　
同
命
令
に
よ
っ
て
認
可
す
る
。
協
定
の
調
査
の
た
め
に
設
け
る
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
構
成
は
、
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。
（
一
九
六
八
年
一
二
月

　
二
七
日
法
律
第
六
八
－
一
一
七
二
号
第
六
二
条
に
よ
り
追
加
）
行
政
裁
判
所
は
、
こ
の
協
定
の
認
可
に
関
す
る
争
訟
を
管
轄
す
る
。

〔
資
料
2
〕

参
加
令
施
行
令

企
業
成
長
の
成
果
に
対
す
る
従
業
員
の
参
加
に
関
す
る

　
　
　
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
第
六
七
～
六
九
三
号
の
適
用
条
件

　
　
　
　
　
を
定
め
る
一
九
六
七
年
一
二
月
一
九
目
デ
ク
レ
第
六
七
～
一
一
一
二
号
（
試
訳
）

第
一
章
　
労
働
者
参
加
特
別
準
備
金

1
参
加
特
別
準
備
金
を
設
定
す
る
義
務
を
負
う
企
業

第
一
条
①
営
業
年
度
中
、
一
〇
〇
人
を
こ
え
る
従
業
員
を
常
時
使
用
す
る
企
業
は
、
当
該
営
業
年
度
に
つ
き
参
加
特
別
準
備
金
を
設
定
す
る
義
務
を



　
負
う
。

②
季
節
的
企
業
に
関
し
て
は
、
一
〇
〇
人
の
従
業
員
の
常
時
使
用
と
い
う
条
件
は
、
企
業
の
活
動
期
間
に
も
と
づ
い
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
五
　
特
別
準
備
金
の
計
算
方
法

第
二
条
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
条
に
定
め
る
方
法
に
し
た
が
い
、
労
働
者
参
加
特
別
準
備
金
の
額
の
計
算
に
つ
ぎ
、
以
下

　
の
ご
と
く
こ
れ
を
定
め
る
。

　
①
前
記
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
条
第
二
項
に
定
め
る
純
利
益
に
は
、
同
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
第
八
条
に
定
め
る
投
資
引
当
金
の
額
を
加
え
る
。
こ
の
引
当
金

　
　
が
一
定
の
営
業
年
度
の
課
税
可
能
利
益
に
計
上
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
額
は
、
参
加
準
備
金
の
算
定
の
た
め
に
、
当
該
営
業
年
度
に
つ
い
で
留
保
す

　
　
べ
ぎ
純
利
益
か
ら
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
②
　
留
保
す
べ
き
給
与
は
、
租
税
法
典
第
二
三
一
条
お
よ
び
第
ニ
ハ
〇
六
条
の
二
に
定
め
る
概
算
払
に
ょ
る
給
与
、
ま
た
は
概
算
払
に
よ
ら
な
い
で
、

　
　
農
業
法
典
第
七
編
第
二
章
第
二
節
に
定
め
る
農
業
社
会
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
る
従
業
員
に
支
給
さ
れ
る
給
与
と
す
る
。

　
　
　
前
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
農
業
社
会
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い
る
従
業
員
に
支
給
さ
れ
る
給
与
は
、
租
税
法
典
付
則
皿
第
五
一
条
に
定
め
る
規

　
　
定
に
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
算
定
す
る
。

　
③
各
企
業
の
付
加
価
値
は
、
各
営
業
年
度
に
つ
き
、
前
記
一
九
六
五
年
一
〇
月
二
八
日
デ
ク
レ
第
一
条
に
定
め
る
当
期
純
損
益
計
算
書
を
も
と
に
し
、

　
　
次
の
項
目
を
合
計
し
て
、
こ
れ
を
決
定
す
る
。

　
　
　
人
件
費
。

　
　
　
租
税
。
た
だ
し
、
取
引
高
に
対
す
る
課
税
を
除
く
。

　
　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
（
三
五
）



　
　
　
資
　
　

料
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
（
三
六
）

　
　
財
務
費
。

　
　
減
価
償
却
引
当
金
当
期
引
当
額
。
諸
引
当
金
当
期
引
当
額
。

　
　
営
業
利
益
。

　
　
付
加
価
値
の
算
定
に
際
し
て
、
前
項
に
定
め
る
諸
項
目
は
、
フ
ラ
ソ
ス
国
内
で
獲
得
し
た
利
益
の
形
成
に
寄
与
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
考
慮

　
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
Q

㈲
③
　
自
己
資
本
に
は
、
会
社
資
本
、
準
備
金
、
当
期
繰
越
金
、
課
税
対
象
と
な
る
引
当
金
な
ら
び
に
租
税
法
典
の
特
別
規
定
の
適
用
に
よ
り
無
税

　
で
積
立
て
ら
れ
た
特
別
引
当
金
を
含
む
。
そ
の
額
は
、
利
益
参
加
を
算
定
す
べ
き
営
業
年
度
終
了
時
の
貸
借
対
照
表
に
記
入
さ
れ
た
価
額
に
し
た
が

　
っ
て
こ
れ
を
留
保
す
る
。

　
　
労
働
者
参
加
特
別
準
備
金
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
自
己
資
本
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
人
的
会
社
お
よ
び
個
人
企
業
に
つ
い
て
は
、
右
に
定
め
る
額
に
、
社
員
ま
た
は
経
営
者
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
て
い
る
預
託
口
座
の
預
金
を
加
え
る
。

　
各
営
業
年
度
に
つ
い
て
留
保
す
べ
き
預
金
の
積
立
額
は
、
当
該
営
業
年
度
に
お
け
る
民
法
上
の
各
四
半
期
末
に
存
す
る
残
額
と
じ
同
く
当
該
預
託
口

　
座
の
残
額
の
数
学
的
平
均
に
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑥
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
条
第
三
項
に
定
め
る
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
率
を
適
用
す
る
自
己
資
本
の
額
は
、
㈲
に
定
め
る

　
自
己
資
本
か
ら
外
国
に
投
資
し
た
資
本
の
額
を
差
引
い
て
こ
れ
を
算
定
す
る
。

　
　
外
国
に
投
資
し
た
自
己
資
本
の
額
は
、
そ
の
合
計
に
長
期
資
本
に
よ
っ
て
自
己
資
本
を
除
し
た
商
に
等
し
い
減
少
係
数
を
乗
じ
た
後
、
外
国
の
事

　
業
所
に
属
す
る
資
産
の
純
項
目
の
合
計
に
等
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
前
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
長
期
資
本
の
額
は
、
自
己
資
本
の
額
に
含
ま
れ
る
借
入
金
以
外
の
一
年
以
上
前
の
借
入
金
を
㈲
に
定
め
る
自
己
資
本

　
の
額
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
算
定
す
る
。



第
三
条
銀
行
業
お
よ
び
保
険
業
の
付
加
価
値
は
、
本
デ
ク
レ
第
二
条
第
三
号
の
規
定
に
違
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
次
の
ご
と
く
決
定
す
る
。

　
ω
　
銀
行
、
金
融
機
関
お
よ
び
有
価
証
券
の
管
理
を
専
業
と
す
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
有
価
証
券
か
ら
の
純
粋
な
果
実
お
よ
び
不
動
産
収
益
を
加
え
た

　
　
税
引
前
の
銀
行
業
収
益
。
銀
行
業
収
益
は
、
顧
客
か
ら
の
徴
収
か
ら
す
べ
て
の
種
類
の
財
務
費
を
差
引
い
た
差
額
に
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
②
前
記
一
九
三
八
年
六
月
一
四
日
デ
ク
レ
・
・
ワ
が
規
制
す
る
企
業
お
よ
び
再
保
険
企
業
に
つ
い
て
は
、
租
税
の
純
粋
な
奨
励
金
お
よ
び
投
資
か
ら
生

　
　
ず
る
収
益
の
総
額
か
ら
、
特
別
条
項
に
対
す
る
給
付
な
ら
び
に
被
保
険
者
お
よ
び
保
険
契
約
者
に
対
し
て
営
業
年
度
中
に
支
払
わ
れ
る
給
付
の
合
計

　
　
を
差
引
い
た
差
額
。

第
四
条
　
自
然
人
の
所
得
税
の
適
用
を
受
け
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
税
引
前
に
留
保
す
べ
き
利
益
は
、
次
の
項
目
を
控
除
し
た
当
該
営
業
年
度
の
課
税
可

　
能
利
益
に
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
③
　
普
通
法
上
の
課
税
基
礎
に
つ
き
経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
企
業
主
の
労
働
に
対
す
る
通
常
の
報
酬
。

　
㈲
　
他
の
種
類
の
所
得
に
対
す
る
課
税
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
経
過
し
た
営
業
年
度
に
属
す
る
参
加
の
算
定
に
お
い
て
ま
だ
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
過
去

　
　
五
年
問
に
計
上
さ
れ
た
累
積
損
。

第
五
条
①
本
デ
ク
レ
第
四
条
に
定
め
る
企
業
に
お
い
て
、
純
利
益
の
算
定
に
つ
き
控
除
す
べ
き
課
税
は
、
当
該
営
業
年
度
の
課
税
可
能
利
益
に
適
用

　
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
第
四
条
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
自
然
人
の
所
得
お
よ
び
追
加
税
に
対
し
て
各
課
税
の
平
均
の
率
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
得

　
ら
れ
る
経
営
者
の
課
税
総
額
の
平
均
の
率
に
よ
る
。
自
然
人
の
所
得
税
お
よ
び
追
加
税
の
税
率
の
各
々
は
、
当
該
営
業
年
度
に
つ
い
て
の
課
税
を
こ
の

　
課
税
を
受
け
る
所
得
の
額
に
よ
っ
て
除
す
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
数
字
の
一
〇
〇
倍
に
等
し
い
。
た
だ
し
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
五
〇
パ

　
ー
セ
ソ
ト
を
こ
え
る
課
税
総
額
の
平
均
の
率
を
採
っ
て
は
な
ら
な
い
。

②
人
的
会
社
の
税
制
の
適
用
を
受
け
る
会
社
に
お
い
て
は
、
純
利
益
は
、
当
該
営
業
年
度
の
課
税
可
能
利
益
に
対
す
る
各
社
員
に
よ
り
負
担
さ
れ
か
つ

　
本
条
第
一
項
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
課
税
を
控
除
す
る
。
た
だ
し
、
本
条
第
一
項
の
課
税
額
が
課
税
可
能
利
益
の
二
分
の
一
を
こ
え
る
と
き
は
、
そ
の
額

　
　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
（
三
七
）



は
　、

　
資
　
　
　
　
料
（
奥
島
）

利
益
の
二
分
の
一
を
限
度
と
す
る
・

三
八
（
三
八
）

皿
　
特
別
準
備
金
の
配
分
方
法

第
六
条
①
参
加
特
別
準
備
金
の
比
例
的
配
分
の
基
礎
と
な
る
給
与
は
、
当
該
営
業
年
度
中
に
各
受
益
者
が
受
領
し
た
給
与
額
の
全
体
に
等
し
く
、
か

　
つ
、
第
二
条
（
第
二
号
）
の
規
定
に
相
当
す
る
額
に
等
し
い
額
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
給
与
総
額
は
、
社
会
保
障
拠
出
金
お
よ
び
家

　
族
手
当
の
最
高
額
の
決
定
に
当
っ
て
採
る
べ
き
最
高
限
度
の
四
倍
に
等
し
い
額
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②
同
一
の
労
働
者
に
属
す
べ
き
権
利
の
総
額
は
、
同
一
営
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
同
一
の
最
高
限
度
の
年
額
の
二
分
の
一
に
等
し
い
額
を
こ
え
る
こ
と

　
が
で
き
な
い
◎

③
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
が
同
一
の
企
業
に
一
年
間
勤
務
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
前
二
項
に
定
め
る
最
高
限
度
は
、
勤
務
期
間
に
比

　
例
し
て
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
本
条
に
定
め
る
規
定
に
よ
っ
て
、
配
分
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
額
は
、
次
営
業
年
度
中
に
配
分
す
る
た
め
に
労
働
老
参
加
準
備
金
と
し
て
、
こ
れ
を

　
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
額
は
、
そ
れ
が
配
分
さ
れ
る
営
業
年
度
中
に
お
い
て
の
み
、
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
第
七

　
条
お
よ
び
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
特
典
を
受
け
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

y
　
特
別
準
備
金
の
管
理
方
式

第
七
条
①
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
目
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
条
第
一
号
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
条
文
に
定
め
る
協
定
は
、
交
付
す
る



　
証
券
の
種
類
、
こ
の
証
券
の
保
管
方
法
、
な
ら
び
に
、
本
デ
ク
レ
第
一
六
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
五
年
間
こ
の
証
券
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
の
禁
止

　
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
と
る
諸
措
置
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

②
前
頂
の
規
定
は
、
協
定
が
同
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
条
第
二
号
の
適
用
に
よ
っ
て
企
業
の
発
行
す
る
社
債
の
従
業
員
に
対
す
る
交
付
を
定
め
る
場
合
に

　
も
ま
た
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
八
条
①
従
業
員
は
、
企
業
が
交
付
す
る
株
式
、
小
割
株
式
ま
た
は
社
債
に
属
す
る
株
主
総
会
ま
た
は
社
債
者
集
会
に
お
け
る
議
決
権
お
よ
び
一
般

　
的
に
す
べ
て
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
従
業
員
は
、
自
己
の
証
券
の
収
益
な
ら
び
に
こ
れ
に
属
す
る
引
受
権
ま
た
は
割
当
権
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
業
員
は
、
こ
の
引
受
権
ま
た

　
は
割
当
権
の
行
使
を
欲
し
な
い
と
ぎ
は
、
と
く
に
、
証
券
が
流
通
で
き
な
い
期
間
中
で
さ
え
も
、
そ
れ
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
①
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
条
第
三
号
の
適
用
に
よ
っ
て
、
関
係
当
事
者
が
参
加
特
別
準
備
金
を
設
け
て
企
業
の

　
外
部
の
投
資
機
関
に
そ
の
金
額
を
振
込
む
こ
と
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
振
込
は
、
次
に
列
挙
す
る
種
類
の
機
関
ま
た
は
組
織
の
一
つ
に
対
し
て

　
の
み
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
①
　
（
一
九
六
九
年
五
旦
一
二
目
デ
ク
レ
第
六
九
ー
五
〇
七
号
に
ょ
り
改
正
）
従
業
員
に
属
す
べ
ぎ
額
に
相
当
す
る
株
式
ま
た
は
小
割
株
式
の
数
を
各
従

　
　
業
員
の
名
で
記
入
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
手
持
証
券
が
少
な
く
と
も
一
〇
〇
分
の
五
〇
を
限
度
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
証
券
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

　
　
て
い
る
可
変
資
本
投
資
会
社
。

　
②
　
手
持
証
券
が
少
な
く
と
も
一
〇
〇
分
の
五
〇
を
限
度
と
し
て
フ
ラ
ソ
ス
の
証
券
ま
た
は
投
資
共
同
資
金
の
一
個
ま
た
は
数
個
の
部
分
に
よ
っ
て
構

　
　
成
さ
れ
て
い
る
可
変
資
本
投
資
会
社
の
株
式
ま
た
は
小
割
株
式
の
取
得
に
よ
り
、
振
込
ま
れ
た
金
額
を
た
だ
ち
に
使
用
す
る
契
約
を
こ
の
組
織
が
な

　
す
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
前
記
一
九
六
六
年
六
月
三
目
デ
ク
レ
第
四
条
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
組
織
。

　
③
前
記
一
九
三
八
年
六
月
一
四
日
デ
ク
レ
・
ロ
ワ
に
定
め
る
生
命
保
険
会
社
ま
た
は
金
銭
無
尽
会
社
、
な
ら
び
に
、
財
政
経
済
大
臣
の
命
令
に
よ
り

　
　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
く
三
九
）



　
　
　
　
資
　
　

料
（
奥
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
（
四
〇
）

　
　
右
の
目
的
で
特
別
に
認
可
さ
れ
た
労
使
同
数
の
管
理
お
よ
び
本
条
第
二
号
に
定
め
る
契
約
と
同
一
の
契
約
を
も
つ
こ
と
を
予
定
す
る
制
度
。

　
④
第
二
号
に
定
め
る
契
約
を
な
し
か
つ
証
券
取
引
委
員
会
の
答
申
に
し
た
が
っ
て
財
政
経
済
大
臣
の
命
令
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
有
価
証
券
管
理
の

　
　
専
門
組
織
。

第
一
〇
条
①
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
条
に
定
め
る
協
定
は
、
従
業
員
に
属
す
る
金
額
が
前
条
に
列
挙
す
る
種
類
の
う
ち

　
の
一
種
の
み
ま
た
は
数
種
の
機
関
に
振
込
む
こ
と
、
ま
た
は
、
こ
の
機
関
の
一
種
に
振
込
ま
れ
る
金
額
が
種
々
の
方
法
で
使
用
で
ぎ
る
こ
と
を
定
め
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

②
こ
の
協
定
は
、
数
種
の
機
関
ま
た
は
数
種
の
用
途
の
う
ち
で
の
選
択
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
い
う
条
件
も
ま
た
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
　
（
一
九
六
九
年
五
旦
三
日
デ
ク
レ
第
六
九
－
五
〇
七
号
に
よ
り
改
正
）
投
資
共
同
資
金
の
持
分
に
よ
っ
て
、
従
業
員
お
よ
び
使
用
者
に
属
す

　
る
金
額
の
全
部
ま
た
は
一
部
は
、
次
の
条
件
を
満
た
す
資
金
に
対
し
て
の
み
振
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

1
　
①
　
投
資
共
同
資
金
を
管
理
す
る
会
社
の
株
式
の
少
な
く
と
も
二
分
の
一
は
、
本
デ
ク
レ
第
九
条
第
二
号
、
第
三
号
お
よ
び
第
四
号
に
列
挙
す
る
組

　
織
の
一
種
ま
た
は
数
種
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
前
項
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
デ
ク
レ
第
二
章
に
よ
り
企
業
と
従
業
員
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
協
定
の
適
用
に
お
い
て
は
、
こ
の
資
金
が
、
企
業
に
よ

　
っ
て
発
行
さ
れ
た
有
価
証
券
も
し
く
は
可
変
資
本
投
資
会
社
の
株
式
ま
た
は
証
券
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
一
〇
〇
分
の
七
五
を
限
度
と
し

　
て
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
資
金
は
、
企
業
自
身
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
協
力
条
項
を
も
つ
定
款
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
か
つ
従
業
員
と
企
業
と

　
の
間
で
設
立
さ
れ
た
会
社
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
こ
れ
を
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
前
記
一
九
五
七
年
一
二
月
二
八
目
デ
ク
レ
第
三
条
の
規

　
定
に
違
反
す
る
と
き
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。

③
　
こ
の
資
金
が
企
業
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
企
業
は
、
自
己
に
属
す
る
権
利
を
行
使
し
、
か
つ
、
前
記
一
九
五
七
年
一
二
月
二

　
八
日
デ
ク
レ
お
よ
び
そ
の
実
施
の
た
め
に
発
す
る
命
令
の
適
用
に
も
と
づ
き
、
投
資
共
同
資
金
管
理
会
社
に
対
す
る
債
権
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な



　
い
。

豆
　
投
資
共
同
資
金
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
有
価
証
券
お
よ
び
短
期
ま
た
は
一
覧
払
の
現
在
の
流
動
資
産
の
み
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

③
　
第
二
章
に
定
め
る
協
定
が
次
の
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
資
金
は
そ
れ
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
前
記
一
九
五
七
年
一

　
　
二
月
二
八
日
デ
ク
レ
第
六
条
の
規
定
に
違
反
す
る
と
き
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。

　
　
　
手
持
証
券
が
一
〇
〇
分
の
五
〇
を
限
度
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
証
券
で
構
成
さ
れ
て
い
る
可
変
資
本
投
資
会
社
の
株
式
、
企
業
が
発
行
す
る
有
価
証

　
　
券
、
企
業
が
商
事
会
社
法
第
三
五
四
条
に
定
め
る
子
会
社
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
会
社
、
こ
の
子
会
社
の
フ
ラ
ン
ス
の
他
の
子
会
社
お
よ
び
当
該
企
業

　
　
自
身
の
フ
ラ
ン
ス
の
子
会
社
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
無
制
限
。

　
　
　
各
会
社
に
つ
い
て
、
一
定
限
度
で
、
可
変
資
本
投
資
会
社
以
外
の
投
資
会
社
の
株
式
。

　
　
　
手
持
証
券
が
少
な
く
と
も
一
〇
〇
分
の
五
〇
を
限
度
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
証
券
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
有
す
る
資
金
の
最
少
限
一
〇

　
　
〇
分
の
一
〇
。

　
　
　
一
〇
〇
分
の
五
〇
未
満
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
有
す
る
資
金
の
最
大
限
一
〇
〇
分
の
五
。

　
⑥
第
二
章
に
定
め
る
協
定
が
資
金
の
全
収
益
を
そ
れ
を
生
み
だ
す
金
額
と
同
じ
く
義
務
的
に
再
投
資
す
る
こ
と
を
定
め
る
と
き
は
、
共
同
資
金
は
、

　
　
持
分
権
者
に
こ
の
収
益
を
毎
年
配
分
す
る
こ
と
を
免
除
す
る
。
た
だ
し
、
前
記
一
九
五
七
年
一
二
月
二
八
目
デ
ク
レ
第
七
条
の
規
定
に
違
反
す
る
と

　
　
き
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
な
い
。

皿
①
資
金
の
規
則
に
は
、
監
査
委
員
会
の
制
度
に
つ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
監
査
委
員
会
は
、
選
挙
、
関
係
企
業
委
員
会
ま
た
は
労

　
働
法
典
第
一
巻
第
二
章
第
三
一
f
条
に
定
め
る
当
該
活
動
部
門
に
お
け
る
も
っ
と
も
代
表
的
な
組
織
に
加
盟
す
る
労
働
組
合
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
当

　
該
資
金
に
参
加
す
る
労
働
者
の
代
表
者
を
も
っ
て
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
監
査
委
員
会
は
、
そ
の
構
成
員
の
最
大
限
二
分
の
一
を
限
度
と

　
し
て
、
企
業
の
代
表
者
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
は
こ
の
資
金
が
い
く
つ
か
の
企
業
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
参
加
準
備
金
に
も
と
づ
く
金
額
が
取

　
　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
（
四
一
）



　
　
　
　
資
　
　

料
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四
二
（
四
二
）

　
得
す
る
証
券
と
関
係
し
て
い
る
と
ぎ
に
は
、
そ
の
企
業
の
代
表
者
を
も
加
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

②
監
査
委
員
会
の
意
見
は
、
管
理
会
社
に
よ
り
、
ま
た
は
こ
の
資
金
の
規
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
企
業
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を

　
聴
取
す
る
。
監
査
委
員
会
は
、
資
金
の
運
用
お
よ
び
過
年
度
中
に
得
ら
れ
た
成
果
に
関
す
る
報
告
書
の
検
討
の
た
め
、
毎
年
か
な
ら
ず
開
催
し
な
け
れ

　
ぽ
な
ら
な
い
。
監
査
委
員
会
は
、
投
資
共
同
資
金
に
含
ま
れ
る
証
券
に
属
す
る
議
決
権
を
行
使
し
、
か
つ
、
そ
の
行
使
の
た
め
に
、
一
人
ま
た
は
数
人

　
の
受
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
投
資
共
同
資
金
の
規
則
の
改
正
は
、
い
か
な
る
条
項
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
協
定
な
く
し
て
は
決
定
す
る

　
こ
と
が
で
き
な
い
・

③
　
前
二
項
の
規
定
は
、
協
力
条
項
を
も
つ
定
款
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
会
社
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
か
つ
、
企
業
の
従
業
員
の
間
で
設
定
す
る
投
資
共

　
同
資
金
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
一
二
条
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
目
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
一
条
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
預
託
口
座
に
記
入
さ
れ
た
金
額
に
は
、
参
加
が
属

　
す
べ
き
営
業
年
度
の
終
了
後
四
カ
月
を
経
過
し
た
後
の
第
一
日
目
か
ら
利
息
を
付
す
。

第
＝
二
条
　
（
商
事
会
社
に
関
す
る
一
九
六
七
年
三
月
二
三
目
デ
ク
レ
第
六
七
ー
二
三
六
号
第
二
〇
六
条
第
二
項
）
「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
企
業

　
成
長
の
成
果
に
対
す
る
従
業
員
の
参
加
の
た
め
に
、
自
己
株
式
を
付
与
す
る
会
社
お
よ
び
そ
の
制
度
に
も
と
づ
き
直
接
ま
た
は
間
接
に
そ
の
払
込
を
受

　
け
る
可
変
資
本
投
資
会
社
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
一
〇
フ
ラ
ン
を
下
る
こ
と
の
で
き
な
い
券
面
額
の
小
割
株
式
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

第
聞
四
条
本
デ
ク
レ
第
二
八
条
に
定
め
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
第
一
六
条
に
列
挙
す
る
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
り
企
業
を
退
職
し
た
従
業
員
が
企

　
業
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
最
終
の
宛
先
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
者
が
取
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
金
額
お
よ
び
権
利
は
、
場
合

　
に
よ
っ
て
、
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
第
六
条
ま
た
は
同
第
二
条
に
定
め
る
期
間
満
了
の
日
か
ら
一
年
内
は
、
企
業
が
自
由
に

　
利
用
で
き
る
。
こ
の
期
間
が
経
過
す
る
と
、
こ
の
金
額
は
、
関
係
当
事
者
が
一
定
の
期
間
ま
で
に
請
求
で
き
る
供
託
金
庫
に
こ
れ
を
預
託
し
な
け
れ
ば

　
な
ち
な
い
。
関
係
当
事
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
本
デ
ク
レ
第
一
六
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
流
通
可
能
ま
た
は
期
限
到
来
と
な
る
こ
の
権



　
利
の
清
算
の
請
求
は
、
相
続
人
の
権
利
に
属
す
る
。

第
凹
五
条
①
　
一
定
の
営
業
年
度
の
成
果
に
対
す
る
参
加
の
金
額
は
、
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
条
に
定
め
る
特
別
準
備
金

　
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

②
　
特
別
準
備
金
は
、
前
記
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
第
四
条
に
定
め
る
用
途
の
一
種
に
対
応
す
る
資
金
の
利
用
に
応
じ
て
減
少
す
る
。
企
業
の
株
式
の
交
付
の
場

　
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
株
式
の
価
額
は
侍
別
準
備
金
に
繰
り
入
れ
る
。
こ
の
価
額
は
、
法
定
仲
買
人
の
公
定
相
場
で
上
場
さ
れ
た
株
式
に
関
し
て
は
、

　
交
付
の
日
に
先
立
つ
二
〇
回
の
証
券
取
引
所
の
立
合
い
の
相
場
価
格
の
平
均
に
よ
り
、
ま
た
は
、
他
の
証
券
の
と
き
に
は
、
同
じ
目
の
取
引
推
定
価
格

　
に
よ
っ
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
相
場
価
格
の
平
均
は
、
証
券
取
引
所
の
各
立
合
い
に
つ
き
、
株
式
が
定
期
取
引
を
認
め
ら
れ
て
い
る
と
き
に

　
は
、
最
初
の
定
期
相
場
価
格
を
採
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、
定
期
取
引
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
現
金
取
引
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ

　
を
決
め
る
。

第
一
六
条
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
目
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
六
条
の
適
用
に
よ
っ
て
、
従
業
員
の
利
益
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
権
利
が
同
第
六
条
ま
た

　
は
第
一
一
条
に
定
め
る
期
間
満
了
前
に
流
通
が
可
能
と
な
り
ま
た
は
期
限
が
到
来
す
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
関
係
当
事
者
の
婚
姻
。

　
　
解
雇
。

　
　
退
職
。

　
　
社
会
保
障
法
典
第
三
一
〇
条
に
定
め
る
第
二
種
ま
た
は
第
三
種
の
分
類
に
相
当
す
る
受
益
者
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
の
廃
疾
。

　
　
受
益
者
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
の
死
亡
。

企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）

四
三
（
四
三
）



資

料
（
奥
島
）

四
四
（
四
四
）

第
二
章
　
企
業
と
そ
の
従
業
員
間
で
締
結
す
る
協
定

第
一
七
条
　
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
目
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
条
に
定
め
る
参
加
協
定
が
企
業
委
員
会
に
お
い
て
締
結
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
協
定

　
は
、
企
業
主
と
多
数
決
に
よ
っ
て
決
定
す
る
従
業
員
代
表
と
の
間
で
締
結
す
る
。
こ
の
協
定
は
、
こ
れ
が
締
結
さ
れ
た
会
議
の
議
事
録
に
よ
っ
て
証
明
す

　
る
o

第
爾
八
条
協
定
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
第
四
条
お
よ
び
第
五
条
に
定
め
る
協
定
は
、
県
の
労
働
局

　
長
に
対
し
て
使
用
者
が
こ
れ
を
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
九
条
①
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
目
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
第
四
条
お
よ
び
第
五
条
に
定
め
る
協
定
は
、
こ
れ
を
締
結
し
た
場
所
を
管
轄
す
る
第
一

　
審
裁
判
所
の
書
記
局
へ
こ
れ
を
付
託
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
付
託
は
、
も
っ
と
も
誠
実
な
当
事
者
の
注
意
を
も
っ
て
、
か
つ
、
共
同
の
費
用
で

　
な
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

②
協
定
を
認
可
し
ま
た
は
不
認
可
と
す
る
担
当
大
臣
の
決
定
は
、
県
の
労
働
局
長
に
よ
っ
て
関
係
企
業
に
こ
れ
を
通
告
す
る
。
こ
の
決
定
は
、
協
定
に

　
添
付
す
る
た
め
に
、
同
じ
く
か
つ
同
一
の
条
件
で
第
一
審
議
裁
判
所
の
書
記
局
へ
付
託
す
べ
ぎ
対
象
で
あ
る
。

第
二
〇
条
①
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
目
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
条
に
定
め
る
協
定
を
審
査
す
る
た
め
に
、
所
得
物
価
調
査
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
者

　
に
よ
っ
て
構
成
す
る
。

　
　
　
所
得
物
価
調
査
セ
ソ
タ
ー
所
長
。

　
　
　
所
得
物
価
調
査
セ
ン
タ
ー
所
員
。

　
　
　
使
用
者
代
表
二
人
。



　
　
　
従
業
員
代
表
二
人
。

②
使
用
者
お
よ
び
従
業
員
の
代
表
は
、
命
令
を
も
っ
て
こ
れ
を
指
名
す
る
。

第
一
＝
条
　
主
税
局
長
、
財
務
局
長
、
労
働
雇
用
局
長
も
し
く
は
工
業
政
策
局
長
ま
た
は
そ
の
代
理
人
は
、
セ
ン
タ
ー
の
討
議
に
参
加
し
諮
問
的
意
見
を

　
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
セ
ソ
タ
ー
は
、
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
目
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
第
ニ
ハ
条
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
任
務
を
遂
行
す
る
た
め

　
に
、
命
令
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
政
府
委
員
が
書
面
ま
た
は
口
頭
の
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
の
で
き
る
前
記
協
定
を
調
査
し
た
後
、
セ
ン
タ
ー
に
提
出

　
す
べ
き
主
任
調
査
官
お
よ
び
特
別
調
査
官
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
補
佐
す
る
。

第
ニ
ニ
条
本
デ
ク
レ
第
一
八
条
お
よ
び
第
一
九
条
に
定
め
る
規
定
は
、
有
効
な
現
在
の
協
定
に
挿
入
さ
れ
た
追
加
条
項
が
あ
る
と
き
は
そ
れ
に
関
し
て
、

　
同
じ
く
期
間
満
了
し
た
協
定
の
更
新
の
場
合
に
も
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
二
三
条
　
①
　
企
業
委
員
会
に
お
い
て
締
結
し
た
協
定
の
解
除
は
、
そ
れ
を
行
な
っ
た
会
議
の
議
事
録
に
よ
っ
て
こ
れ
を
証
明
す
る
。

②
　
協
定
を
解
除
し
た
当
事
者
は
、
県
の
労
働
局
長
に
対
し
て
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
を
も
っ
て
、
こ
の
決
定
を
た
だ
ち
に
通
告
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
従
業
員
に
対
す
る
情
報
開
示

第
二
四
条
　
従
業
員
は
、
企
業
と
締
結
し
た
協
定
に
定
め
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
ょ
り
、
こ
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
前
記
一
九
四
六
年
四
月
一
六
日
法
律

　
第
一
三
条
の
適
用
に
よ
っ
て
組
合
が
公
示
用
に
確
保
し
て
い
る
場
所
に
お
け
る
掲
示
の
方
法
に
よ
り
、
企
業
成
長
の
成
果
に
参
加
す
る
権
利
を
行
使
す

　
る
た
め
に
採
る
方
式
に
つ
い
て
情
報
の
開
示
を
受
け
る
。

第
二
五
条
①
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
目
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
一
条
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
か
つ
、
従
業
員
と
企
業
と
の
間
の
協
定
が
従
業

　
員
に
対
す
る
情
報
開
示
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
使
用
者
は
、
各
営
業
年
度
終
了
直
後
か
ら
六
カ
月
内
に
報
告
書
を
次
の

　
　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
（
四
五
）
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者
に
対
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
企
業
委
員
会
。

　
　
　
企
業
委
員
会
を
創
設
す
る
修
正
さ
れ
た
前
記
一
九
四
五
年
二
月
二
二
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ド
ス
第
一
五
条
の
二
に
定
め
る
条
件
に
類
似
す
る
条
件
で
、

　
　
企
業
委
員
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
専
門
委
員
会
。

　
　
　
企
業
委
員
会
が
存
し
な
い
と
き
に
は
、
従
業
員
代
表
の
地
位
を
定
め
る
前
記
一
九
四
六
年
四
月
一
六
目
法
律
に
よ
っ
て
定
め
る
従
業
員
代
表
。

②
前
項
の
報
告
書
に
は
、
と
く
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
　
当
該
営
業
年
度
の
労
働
者
参
加
特
別
準
備
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
諸
項
目
。

　
　
　
こ
の
準
備
金
に
計
上
さ
れ
た
金
額
の
管
理
お
よ
び
運
用
に
関
す
る
正
確
な
項
目
。

③
企
業
委
員
会
が
前
項
の
報
告
書
の
調
査
の
た
め
に
会
議
の
招
集
を
請
求
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
調
査
さ
れ
た
問
題
は
、
別
の
会
議

　
の
目
的
と
し
、
ま
た
は
、
議
事
日
程
に
特
別
に
掲
げ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
企
業
委
員
会
は
、
前
記
一
九
四
五
年
二
月
二
二
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
三
条

　
に
定
め
る
会
計
の
専
門
家
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
補
佐
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
六
条
　
従
業
員
間
の
す
べ
て
の
配
分
は
、
各
受
益
者
に
対
し
て
、
次
の
事
項
を
記
入
し
た
カ
ー
ド
の
交
付
に
よ
っ
て
行
な
う
。

　
　
　
当
該
営
業
年
度
の
参
加
特
別
準
備
金
の
総
額
。

　
　
　
関
係
当
事
者
に
付
与
す
る
権
利
の
総
額
。

　
　
　
こ
の
権
利
の
管
理
を
委
託
さ
れ
た
機
関
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
機
関
。

　
　
　
こ
の
権
利
が
流
通
で
き
る
目
ま
た
は
期
限
の
到
来
す
る
目
。

　
　
　
こ
の
期
間
満
了
前
に
こ
の
権
利
を
例
外
的
に
清
算
ま
た
は
移
転
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
。

第
二
七
条
①
労
働
者
参
加
特
別
準
準
金
に
対
す
る
債
権
者
た
る
資
格
を
有
す
る
従
業
員
が
、
本
デ
ク
レ
第
一
六
条
に
列
挙
す
る
場
合
の
う
ち
の
一
つ



　
に
該
当
す
る
こ
と
な
く
企
業
を
退
職
す
る
場
合
、
ま
た
は
そ
の
場
合
の
う
ち
の
一
つ
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
企
業
が
権
利
者
で
あ
る
従
業
員
の
権
利

　
の
全
部
を
企
業
か
ら
離
れ
る
日
に
清
算
す
る
以
前
に
、
使
用
者
は
、
次
の
こ
と
を
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
こ
の
権
利
の
種
類
お
よ
び
総
額
な
ら
び
に
こ
れ
が
流
通
で
き
る
目
ま
た
は
期
限
の
到
来
す
る
日
を
記
載
す
る
証
明
書
を
こ
の
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

　
　
こ
の
権
利
に
属
す
る
利
息
、
配
当
お
よ
び
通
知
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
利
息
、
配
当
お
よ
び
通
知
、
な
ら
び
に
、
こ
の
権
利
が
期
間
満
了
に
な
っ
た

　
場
合
に
は
、
そ
の
証
券
ま
た
は
金
額
を
送
付
す
べ
き
宛
先
を
こ
の
者
に
明
確
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

②
　
前
項
の
宛
先
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
有
効
期
間
内
に
企
業
に
通
知
す
る
義
務
は
受
益
者
に
属
す
る
。

第
四
章
　
雑
　
則

第
二
八
条
①
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
二
条
に
定
め
る
証
明
書
は
、
企
業
の
請
求
に
も
と
づ
い
て
税
務
調
査
官
が
こ
れ
を

　
作
成
す
る
。
こ
の
請
求
は
、
財
政
経
済
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
し
た
が
い
、
企
業
が
記
入
し
た
付
属
一
覧
表
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
証
明
書
は
、
こ
の
請
求
が
な
さ
れ
た
月
に
続
く
三
ヵ
月
内
に
、
ま
た
は
当
該
営
業
年
度
に
属
す
る
成
果
の
納
税
申
告
が
こ
の
請
求
の
提
出
後
に
出
さ

　
れ
る
と
ぎ
に
は
、
こ
の
申
告
の
付
託
の
月
に
続
く
三
ヵ
月
内
に
、
企
業
に
交
付
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

③
　
証
明
書
の
い
か
な
る
請
求
も
営
業
年
度
終
了
後
七
ヵ
月
内
に
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
労
働
監
督
官
は
、
こ
の
証
明
書
取
得
に
つ
い
て
企
業
に
代
位

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q

④
　
前
二
項
に
定
め
る
条
件
に
し
た
が
っ
て
交
付
さ
れ
た
証
明
書
の
送
付
後
に
な
さ
れ
た
純
利
益
の
基
礎
の
い
か
な
る
変
更
に
も
、
訂
正
さ
れ
た
証
明
書

　
の
作
成
を
必
要
と
す
る
。

第
二
九
条
①
営
業
年
度
の
成
果
の
申
告
が
行
政
官
庁
に
よ
り
ま
た
は
租
税
担
当
判
事
に
よ
っ
て
更
正
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
営
業
年
度
の
利
益
に

　
　
　
　
企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
（
四
七
）
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対
す
る
従
業
員
の
参
加
の
総
額
は
、
更
正
を
考
慮
し
て
、
新
た
な
算
定
の
対
象
に
な
る
。

②
参
加
特
別
準
備
金
の
総
額
は
、
し
た
が
っ
て
、
行
政
官
庁
ま
た
は
租
税
担
当
判
事
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
更
正
が
確
定
的
に
な
る
間
の
営
業
年
度
中
に

　
こ
れ
を
修
正
す
る
。
こ
の
額
に
は
、
更
正
が
な
さ
れ
た
月
に
続
く
当
該
営
業
年
度
の
四
ヵ
月
目
の
最
初
の
日
か
ら
生
ず
る
利
息
ボ
あ
る
と
ぎ
は
、
こ
れ

　
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
〇
条
　
①
　
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
八
条
に
定
め
る
免
税
さ
れ
た
引
当
金
の
設
定
は
、
租
税
法
典
第
三
九
条
（
一
項
五
号
）

　
に
定
め
る
形
式
の
条
件
を
遵
守
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

②
　
租
税
法
典
第
五
四
条
に
定
め
る
引
当
金
の
明
細
書
は
、
そ
の
作
成
の
た
め
に
、
次
の
書
類
を
作
成
し
て
こ
れ
を
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑧
　
参
加
特
別
準
備
金
勘
定
お
よ
び
投
資
引
当
金
勘
定
に
計
上
す
る
額
の
算
定
方
法
を
明
確
に
示
す
明
細
書
。

　
㈲
　
引
当
金
設
定
の
次
営
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
使
用
項
目
を
示
す
明
細
書
。

第
三
扁
条
①
会
社
は
、
新
た
な
賦
払
金
の
支
払
を
免
れ
る
た
め
に
、
会
社
が
当
該
営
業
年
度
に
つ
き
最
終
的
に
債
務
を
負
っ
て
い
る
拠
出
金
を
評
価

　
す
る
に
当
っ
て
、
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
七
条
お
よ
び
第
八
条
の
規
定
の
適
用
あ
る
最
初
の
営
業
年
度
に
属
す
る
利
益
か
ら

　
控
除
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
額
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
租
税
法
典
付
則
皿
第
三
六
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
に
つ
い
て

　
は
、
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。

②
国
庫
の
会
計
官
に
提
出
す
べ
き
申
告
の
不
正
確
さ
が
前
項
の
禁
止
規
定
の
不
遵
守
か
ら
生
ず
る
と
き
は
、
租
税
法
典
第
一
七
六
二
条
に
定
め
る
一
〇

　
パ
ー
セ
ン
ト
の
追
加
徴
収
は
、
一
定
の
支
払
期
間
に
振
込
ま
れ
な
い
額
に
対
し
て
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
三
一
条
の
二
　
（
一
九
六
九
年
五
旦
三
目
デ
ク
レ
第
六
九
i
五
〇
七
条
に
よ
り
追
加
）
　
1
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
六
七

　
－
六
九
三
号
の
適
用
に
も
と
づ
く
計
算
に
つ
き
、
従
業
員
に
付
与
さ
れ
る
有
価
証
券
の
収
益
に
属
す
る
租
税
資
産
お
よ
び
租
税
債
権
は
、
租
税
法
典
付

　
則
互
の
O
o
o
2
簿
震
号
9
の
8
条
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
租
税
資
産
と
区
別
さ
れ
る
証
明
書
の
交
付
を
必
要
と
す
る
。



皿
　
一
九
六
八
年
二
一
月
二
七
日
法
律
第
六
八
－
一
一
七
二
号
第
六
二
条
N
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
収
益
が
免
税
さ
れ
る
場
合
に
は
、
租
税
資
産

　
の
証
明
書
は
、
証
券
の
保
管
の
責
任
を
負
う
機
関
の
名
に
お
い
て
こ
れ
を
作
成
し
、
か
つ
、
こ
の
証
明
書
に
い
う
租
税
資
産
お
よ
び
租
税
債
権
の
還
付

　
は
、
こ
の
機
関
が
請
求
す
る
。

皿
①
租
税
資
産
の
証
明
書
を
添
付
し
た
還
付
請
求
は
、
こ
れ
を
作
成
し
た
機
関
の
所
在
地
の
（
直
接
税
）
税
務
部
長
に
対
し
て
こ
れ
を
な
す
。

②
還
付
は
、
そ
の
額
に
関
す
る
収
益
と
同
じ
方
法
に
て
、
こ
れ
に
相
当
す
る
額
を
自
己
の
た
め
に
使
用
す
る
者
の
負
担
に
よ
っ
て
、
こ
の
機
関
の
利
益

　
の
た
め
に
行
な
う
。

第
三
二
条
前
記
一
九
六
七
年
八
月
一
七
日
オ
ル
ド
ナ
ソ
ス
第
一
二
条
第
三
項
お
よ
び
第
一
三
条
に
定
め
る
裁
判
所
は
、
前
記
一
九
五
八
年
一
二
月
二
二

　
日
デ
ク
レ
第
一
条
に
定
め
る
条
件
に
し
た
が
っ
て
大
審
裁
判
所
お
よ
び
小
審
裁
判
所
と
す
る
・

第
三
三
条
協
同
信
用
中
央
金
庫
は
、
前
記
一
九
六
六
年
六
月
三
日
デ
ク
レ
第
四
条
に
列
挙
す
る
組
織
に
こ
れ
を
加
え
る
。
こ
の
中
央
金
庫
は
、
当
該
条

　
文
に
掲
げ
る
リ
ス
ト
中
の
相
互
農
業
信
用
全
国
金
庫
お
よ
び
地
方
金
庫
の
後
に
挿
入
す
る
。

企
業
利
益
に
対
す
る
従
業
員
「
参
加
」
の
法
的
構
成
（
1
）

四
九
（
四
九
）


